
オ

オ
ク

ニ
ヌ
シ

か
ら

ア

メ

ノ

ヒ
ボ

コ

へ

千

田

稔

オオ クニヌ シか らア メノヒボコへ

平
成
八
年

二

九
九
六
)
の
秋

に
島
根

県
加
茂
岩
倉
遺
跡
か
ら
三
九
個
も

の

銅
鐸
が
出
土
し
、
昭
和
五
十
九
年

(
一
九
八
四
)
の
荒
神
谷
遺
跡

で
の
三
五
八

本

の
銅
剣

の
発
見
と
と
も

に
、
古
代
国
家

形
成
期
に
お
け
る
出
雲
地
方

の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
論
議
を
よ
ぶ
こ
と
に
な

っ
た
。

日
本

の
弥
生
時
代

の
祭
器
と
み
ら
れ
て

い
る
銅
鐸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
用
途

や
製
作
集
団
な
ど
不
明
な
点
が
多

い
。
小
論

で
は
銅
鐸
出
土
遺
跡

の
分
布

の
問

題
か
ら
論
を
起
こ
し
、
初
期
古
代
王
権
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
試
論
を
記
す

こ
と
に
し
た
い
。

1

銅
鐸

に
つ
い
て
は
、
年
代
論
や
形
式
論

な
ど
多
く
の
考
古
学

の
研
究
成
果

の

蓄
積
が
あ
る
が
、
そ
の
祭
祀

の
実
体
な
ど

に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
未
解
決

の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
の
理
由
は
、
多
く
の
銅
鐸
が
、
偶
然
的

に
集
落
遺

跡
か
ら
離
れ
た
場
所
で
、
他
の
遺
物
を
伴
う
こ
と
な
く
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
こ
と
に
よ
る
た
め
で
あ
る
。

銅
鐸

の
発
見

の
偶
然
性
は
・
現
在
判
明
し
て
い
る
出
土
遺
跡

の
焦
根
が
・
将

来

に
も
偶
然
的

に
発
見
さ
れ
る
遺
跡

の
位
置
を
予
測
し
え
な
い
ゆ
え
に
、
不
完

全
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。
出
雲
を
例

に
と

っ
て
も
、
加
茂

岩
倉
遺
跡
の
他
に
、
銅
剣
と
銅
矛
と
と
も

に
六
個
の
銅
鐸
が
出
土
し
た
前
掲

の

斐
川
町
神
庭

の
荒
神
谷
遺
跡
と
八
束
郡
鹿
島
町
佐
陀
本
郷

の
志
谷
奥
遺
跡

に
す

ぎ
ず
、
こ
れ
ら
以
外

に
伝
出
雲
出
土
と
す
る
も

の
は
、
出
土
地
を
八
束
郡
八
雲

村
熊
野
と
大
原
郡
木
次
町
付
近
と
推
定
さ
れ
る
も
の
と
、
出
土
地
不
明

の
三
例

で
あ
る
。

た
だ
、
出
雲
に
あ

っ
て
は
、
天
平
五
年

(七
三
三
)
勘
造

の

『出
雲
国
風
土

記
』
が
遺

さ
れ
て
い
る
た
め
、
古
代
地
名
伝
承
と
銅
鐸
出
土
遺
跡
と
の
関
係
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
銅
鐸
祭
祀

の
実
体
を
探
る
手
が
か
り
を
求
め
る
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こ
と
は
無
意
味

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

加
茂
岩
倉
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
が
風
土
記
編
纂
時

の
大
原
郡
神
原
郷

に
比
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
風
土
記
の
次

の
記
述

に
と
り
あ
、兄
ず
着
目
す
る
こ

(2
)

と

に

し

た

い

。

ま

き
た

神
原
郷

郡
家

の
正
北
九
里
な
り
。
古
老
の
傳

へ
て
い

へ
ら
く
、
天

の

み
た
か
ら

下
造
ら
し
し
大
祚
の
御
財
を
積
み
置

き
給
ひ
し
處
な
り
。
則
ち
、
神
財

の

郷
と
謂
ふ
べ
き
を
、
今

の
人
、
獪
誤

り
て
神
原

の
郷
と

い
へ
る
の
み
。

こ
こ
に
い
う

「
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
」
と
は
、
オ
オ
ナ
モ
チ

(大
穴
持
)
の

こ
と
で
、
記
紀

で
は
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ

(大
国
主
)、
オ
オ
ナ
ム
チ

(大
己
貴
)
、

ヤ
チ
ホ
コ

(八
千
矛
)
な
ど
多
く

の
名
前

を
も

つ
神

の
こ
と
で
あ
る

(以
下
断

ら
な
い
限
り
こ
れ
ら
の
神
々
と
ス
サ
ノ
オ
を
も
含
め
て
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
系
と
よ
ぶ
)。

右

の
記
事

に
い
う

「
神
財
」
が
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
出
土
し
た
銅
鐸
が

オ
オ
ナ
モ
チ
信
仰
と
関
係
す
る
と
い
う
仮
定
を

設
定
し
た
い
。

一
方
、
荒
神
谷
遺
跡
は
、
古
代
の
出
雲

郡
健
部
郷

に
比
定
さ
れ
る
。
風
土
記

に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

蠶

郷

郡
家
の
靆

一
+
二
里
二
百
廿
四
歩
な
り
。
先
に
審

の
里

と
號
け
し
卵
那
は
、
響
禪
都
嬲
勗鴨

其
の
山
の
峯
に
天
降
り
ま
し
き
。
即

ち
、
彼

の
禪

の
杜
、
今
に
至
る
ま
で
、
獪
此
處

に
坐
す
。
故
、
宇
夜

の
里ひ

と
い
ひ
き
。
し
か
る
に
後
に
改
め
て
健
部
と
號
く
る
所
以
は
、
纏
向

の
檜

し
ろ代

の
宮

に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、
「吾
が
御
子
、
倭

健
命

の
御
名
を
忘
れ
じ
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
健
部
と
定
め
給
ひ
き
。
そ

か
む
ど
の
お
み
ふ
る
ね

の
時
神
門
臣
古
禰
を
健
部
と
定
め
給
ひ
き
。
帥
ち
、
健
部
臣
等
、
古

よ
り

今

に
至
る
ま
で
、
獪
此
處

に
居
り
。
故
、
健
部
と
い
ふ
。

ウ
ヤ
ツ
ベ
ノ
ミ
コ
ト

(宇
夜
都
辨
命
)
と
い
う
神
名
は
他
に
見
な
い
が
、
荒
神

谷
遺
跡
あ
た
り
を
健
部
郷
に
比
定
す
る
根
拠
は
宇
屋
谷
と

い
う
地
名
が
あ
り
、

風
土
記
に
か

つ
て
宇
夜
里
と
よ
ば
れ
た
こ
と
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
宇
夜

里
か
ら
健
部
郷

へ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
風
土
記
の
説
明
が
事
実
か
ど
う
か
は

検
証
で
き
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
地

に
神
門
臣
氏
が
関
与
し
て
い
た
ら
し
い
こ

と
は
想
定

で
き
る
。
神
門
臣
氏

の
本
貫
は
出
雲
西
部

の
神
門
郡
で
あ
る
こ
と
は

風
土
記
神
門
郡
条

に

「即
ち
押
門
臣
等
、
古
よ
り
今

に
至

る
ま
で
、
常

に
此
處

に
居

め
り
。
故
神
門
と

い
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
神
門
郡
条

の
九
山

に
関
す
る
記
載

に
お
い
て
、
七
山

(吉
栗
山

.
宇
比
多
伎

山

・
稲
積
山

・
陰
山

・
稲
山

・
鉾
山

・
冠
山
)
が
す

べ
て
オ
オ
ナ
モ
チ
に
ゆ
か
り

が
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
水
野
祐
は
神
門
臣
氏
は
オ
オ
ナ
モ
チ
の
司
祭
者

で

(3

)

あ
る
と
す
る
。
こ
の
説

に
し
た
が
え
ば
、
荒
神
谷
遺
跡
の
銅
剣

・
銅
矛

・
銅
鐸

も
加
茂
岩
倉
遺
跡

の
場
合
と
同
様

に
オ
オ
ナ
モ
チ
信
仰
か
ら
解
釈
で
き
る
可
能

性
を
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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あ
い
か

え

と
も

八
束
郡
鹿
島
町
佐
陀
本
郷
の
志
谷
奥
遺
跡

は
、
風
土
記
の
秋
鹿
郡
恵
曇
郷
に

比
定

で
き
る
と
い
う
。
風
土
記
に
次

の
よ
う
に
い
う
。

大
草
郷

郡
家

の
南
西
の
か
た
、
二
里

一
百
廿
歩
な
り
。

あ
を
は
た
の
さ
く

さ

ひ

こ
の
み
こ
と

御
子
、
青
幡
佐
久
佐
日
古
命

坐
す
。
故
大
草
と
い
ふ
。

す

さ
の
を
の
み
こ
と

須
佐
乎
命
の

オオ クニ ヌシか らアメノ ヒボコへ

す

さ

の

を
の
み
こ
と

惠
曇
郷

郡
家
の
東
北

の
か
た
、

九
里
卅
歩
な
り
。
須
作
能
乎
命
の
御

い
は
さ
か
ひ

こ
の
み
こ
と

子
、
磐
坂
日
子
命
、
國
巡
り
行
で
ま
し
し
時
、
此
處

に
至
り
ま
し
て
、
詔

う

る

は

ゑ

と
も

り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
處
は
國
稚
く
美
好
し
か
り
。
國
形
、
畫
鞆

の
如
き

か
も
。
吾
が
宮
は
是
處

に
造
ら
む
」

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
惠
件
と
い
ふ
。

こ
こ
で
は
、
オ
オ
ナ
モ
チ
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
風
土
記
で
は
、

ス
サ
ノ
オ
の
子

(例
え
ば
神
門
郡
八
野
郷

の
ヤ
ノ
ノ
ワ
カ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

〔八
野
若

日
女
命
〕、
同
郡
滑
狭
郷
の
ワ
カ
ス
セ
リ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

〔和
加
須
世
理
比
売
命
〕)

を
オ
オ
ナ
モ
チ
が
娶
る
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
オ
オ
ナ
モ
チ
と

ス

サ
ノ
オ
と
の
親
近
性
が
う
か
が
え
る
が
、
志
谷
奥
出
土

の
銅
鐸
と
オ
オ
ナ
モ
チ

と
の
関
係
を
風
土
記
か
ら
直
接
的
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ

ス
サ
ノ

オ
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
先

に
断

っ
た
よ
う
に
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系
と
の
関
連
性

が
あ

る
と
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
伝
出
雲
出
土
と
さ
れ
る
二
個

の
銅
鐸

に
つ
い
て
も
参
考
ま
で
に
み
て

お
き
た
い
。

一
つ
は
八
束
郡
八
雲
村
熊
野

か
ら
見

つ
か

っ
た
と
伝
わ
る
も
の
で

あ
る
。
同
地
は
熊
野
大
社

の
鎮
座
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
風
土
記

の
意
宇
郡

の

大
草
郷
に
比
定
さ
れ
、
同
郷

に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
記
す
。

こ
の
場
合
は
志
谷
奥
出
土
銅
鐸
と
同
様
、

ス
サ
ノ
オ
と
の
関
係
を
想
定
さ
せ
る
。

熊
野
大
社
は
風
土
記
に
よ
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
子
で
あ
る
ク

マ
ノ
カ
ム
ロ

(熊

野
加
武
呂
)
を
祭

る
と
あ

る
が
、
現
祭
神

は
熊
野
大
神

ク

シ
ミ
ケ
ノ
ミ

コ
ト

(櫛
御
気
野
命
)
と
し
そ

の
ま
た
の
名
を
ス
サ
ノ
オ
と
す
る
。
祭
神

に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
定
ま

っ
た
年
代
な
ど
複
雑
な
問
題
が

か
ら
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
こ

で
は
風
土
記
に
し
た
が

っ
て
お
き
た
い
。

伝
出
雲
出
土
銅
鐸
の
他

の
一
つ
は
、
大
原
郡
木
次
町
付
近
で
出
土
と
さ
れ
る

も

の
で
、
か
つ
て
は
伯
耆
出
土
と
い
わ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
風
土
記
の
大

き

す
き

原
郡
来
次
郷
を
こ
の
地
に
比
定

で
き
る
。

來
次
郷

郡
家

の
正
南
八
里
な
り
。
天
の
下
造
ら
し
し
大
紳

の
命
、
詔

や

そ

が
み

の

り
た
ま
ひ
し
く
、
「
八
十
神
は
青
垣
山

の
裏
に
置

か
じ
」
と
詔
り
た
ま
ひ

は
ら

き

す
き

か
れ

て
、
追
ひ
廢
ひ
た
ま
ふ
時

に
、
此
處

に
逧
次
き
ま
し
き
。
故
、
來
次
と

い

ふ
。

右

に
記
し
た
よ
う
に
こ
の
銅
鐸

に
つ
い
て
は
出
土
地
に
つ
い
て
つ
ま
び
ら
か
で

な

い
点
が
あ
る
が
、
現
在

の
伝
出
土
地
に
よ
れ
ぽ
、
風
土
記
と

の
関
係

は
オ
オ

ナ
モ
チ
に
つ
な
が
る
と
い
う
仮
定

に
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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以
上
に
試
み
た
よ
う
に

『出
雲
国
風
土
記
』
に
み
る
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系

の

神
々
の
記
述
と
銅
鐸
と
の
関
わ
り
合

い
が
分
布
論
的
に
は
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。

2

右

の
仮
定

に
そ
う
事
例
を
さ
ら
に
拾
い
上
げ
る
た
め
に
、
古
代
の

一
国

の
中

で
は
、
銅
鐸
の
出
土
遺
跡
が
比
較
的
多
く
、
か
つ
風
土
記

の
現
存
す
る
播
磨

に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

播
磨

に
お
け
る
銅
鐸

の
出
土
地
は
次

の
通
り
で
あ

る

(伝
播
磨
出
土
は

一
例

あ
る
が
、
旦
ハ体
的
な
出
土
地
は
伝
わ
ら
な
い
)
。

①
宍
粟
郡
山
崎
町
須
賀
沢

②
宍
粟
郡
山
崎
町
青
木

中
井

③
宍
粟
郡

一
宮
町
閏
賀

④
宍
粟
郡
千
種
町
岩
野
辺

穴
尾

⑤
佐
用
郡
三
日
月
町
本
郷

⑥
飾
磨
郡
夢
前
町
神
種

⑦
加
古
川
市
八
幡
町
中
西
条

・
望
塚

⑧
神
戸
市
垂
水
区
舞
子
坂

①

の
須
賀
沢
が
属
し
た
、
風
土
記

の
宍

禾
郡
の
里
名
を
特
定
す
る
こ
と
は
現

存

の
地
名
か
ら
は
で
き
な

い
。

し
か
し
、

宍
禾
郡
全
体

に
つ
い
て
、
風
土
記
は
、

イ
ワ

(伊
和
)
の
大
神
が
国
作
り
を
な
し
た
後
に
巡
行
し
て
宍
禾

(郡
)
と
名

付
け
た
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
全
体
は
も
と
も
と
イ
ワ
大
神
の
信
仰
圏

に
あ

っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
。
イ
ワ
大
神
と
は
風
土
記
で
は
出
雲
系

の
オ
オ
ナ

モ
チ
や
ア
シ

ハ
ラ
ノ
シ
コ
オ
と
異
名
同
神
と
語
ら
れ
る
も

の
で
、
出
雲

の
オ
オ

ク
ニ
ヌ
シ
系

の
神
々
の
信
仰
に
類
似
す
る
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
①
～
④
ま
で
の
銅
鐸
を
イ
ワ
大
神
と
分
布
論
的

に
関

連
す
る
も

の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
よ
り
小
地
域

に
つ
い
て
そ
れ

を
検
討
す
る
た
め
に
は
風
土
記

の
里
の
範
囲
を
画
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。
①

の
須
賀
沢
が
宍
禾
郡
石
作
里
に
含
ま
れ
た

か
ど
う
か
は
判
断
し
が
た
い
問
題

で
あ

っ
て
、
も
し
石
作
里
な
ら
ば
、
風
土
記

に
こ
の
里
は

「本

の
名

は
伊
和
な
り
」
と
あ
り
、
イ
ワ
大
神
信
仰
と

の
関
わ
り

を
想
定

で
き
る
も

の
で
あ
る
。

②

の
青
木
中
井
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
宍
禾
郡
柏
野
里

の
境
域

に
位
置
す
る
と

す
れ
ば
、
風
土
記
は
同
里
を
流
れ
る
伊
奈
加
川
に
つ
い
て
、
「葦
原
志
許
乎
命
、

天
日
槍
命
と
、
國
占

め
ま
し
し
時
、
嘶
く
馬
あ
り
て
、
此

の
川
に
遇

へ
り
き
。

故
、
伊
奈
加
川
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
ア
シ
ハ
ラ
ノ
シ
コ
オ
と
の
つ
な
が
り
を
考

え
る
素
材
と
な
る
。
な
お
、
こ
こ
に
登
場
す
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ

(天
日
槍
)
に

つ
い
て
は
、
後
述
し
た
い
。

し

さ

わ

う
る
か

③

の
閏
賀
遺
跡
は
、
宍
禾
郡
雲
箇
里

の
遺
称
地
で
あ
る
。
風
土
記

に
は
次
の

よ
う
に
記
す
。
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こ

の

は

な

さ

く

や

ひ

め
の
み
こ
と

雲
箇
里

大
神
の
妻
、
許
乃
波
奈
佐
久
夜
比
賣
命
、

う

る

か

か

り

き

。

故

、

宇

留

加

と

い
ふ

。

其
の
形
、
美
麗
し

⑧

に
つ
い
て
は
、
現
存
風
土
記
が
明
石
郡

の
部
分
を
欠

い
て
い
る
の
で
、

の
比
定
は
な
し
え
な
い
。

里
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こ
こ
に
い
う

「大
神
」
は
イ
ワ
大
神

の
こ
と
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

当
遺
跡
出
土
銅
鐸
と
イ
ワ
大
神
信
仰
を
関

わ
ら
せ
る
仮
定

に
含
め
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

④

の
穴
尾
遺
跡

の
あ
た
り
は
、
風
土
記

の
宍
禾
郡
柏
野
里
に
比
定

で
き
、
前

掲

の
②
も
同
里
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
柏

野
里
は
、
現
山
崎
町
か
ら
千
種
町
に

か
け
て
南
北
に
長

い
範
囲
に
わ
た

っ
て
い
た
と
理
解
で
き

る
。
と
す
れ
ば
、
②

と
同
様

の
解
釈
を
し
て
お
き
た
い
。

⑤

の
本
郷
遺
跡

の

一
帯
は
、
風
土
記

の
讃
容
郡
中
川
里
と
想
定
さ
れ
、
風
土

記

の
記
載
に
は
大
神
な
ど
は
な
い
。
し
か
し
、
風
土
記
は
、
西

の
柏
原
里
に
は
、

大
神
が
出
雲
の
国
よ
り
来
た
こ
と
、
ま
た
西
南
の
雲
濃
里
に
は
、
大
神

の
子
神

い
も
せ

に
関
す
る
説
話
な
ど
を
、
ま
た
讃
容
郡
に

つ
い
て
は
、
大
神
の
妹
妖
二
神
の
国

占
め
に
つ
い
て
記
述
す
る
な
ど
、
讃
容
郡

と
大
神
と
の
関
係
が
浅
か
ら
ぬ
こ
と

を
示
唆
す
る
。

⑥

の
神
種
遺
跡

の
周
辺
は
風
土
記
の
飾
磨
郡
賀
野
里

に
比
定
さ
れ
る
が
、
風

土
記

の
品
太

(応
神
)
天
皇

の
こ
と
に
つ
い
て
記
す
の
み
で
あ
る
。

⑦

の
加
古
川
市
中
西
条

の
あ

た
り
は
風

土
記
の
賀
古
郡
望
理
里
と
み
ら
れ
る

が
、
風
土
記
に
は
大
帯
日
子

(景
行
)
天
皇

の
巡
行

に
つ
い
て
記
す

の
み
で
あ

る
。

以
上
、

1
に
お
い
て
出
雲
で
試

み
た
方
法
と
同
様
、
播
磨
地
方

の
銅
鐸
出
土

地
と

『播
磨
国
風
土
記
』

の
記
述

の
対
応
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
銅
鐸
出
土
地

と
イ
ワ
大
神
あ
る
い
は
ア
シ
ハ
ラ
ノ
シ
コ
オ
と
の
分
布
上

の
関
係
は
す
べ
て
に

つ
い
て
い
い
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
相
対
的
に
関
連
性
を
示
す
も

の
で
あ
る

と
み
な
す
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
出
雲

の
場
合
に
つ
い
て
断

っ
た
よ
う
に

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
分
布
上

の
相
関
性
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

3

『出
雲
国
風
土
記
』
と

『播
磨
国
風
土
記
』

の
記
述
と
銅
鐸
の
出
土
地
と

の
分

布
関
係
は
、
銅
鐸
が

オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系

(イ
ワ
大
神
を
も
含
め
て
)
信
仰

の
祭

器
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討
を
う
な
が
す
。
そ

の
方
法
は
容
易
で
は
な
い
が
、

(4

)

絵
画
銅
鐸
を
図
像
学
的
に
解
釈
す
る
こ
と
も

一
つ
の
手
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
近
年

の
絵
画
銅
鐸

の
図
像
学
的
解
釈
を
紹
介

し
な
が
ら
論
を
展
開

し
た
い
。
し
か
し
、
絵
画
銅
鐸

の
図
像

の
意
味
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
本
質
的

に
は
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
の
が
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
時
代
の
文
献
資

料
は
い
う
ま
で
も
な
く
存
在
し
な
い
し
、
民
俗
学
的
な
方
法
を
用
い
る
と
し
て

も
、
や
は
り
年
代
的
な
限
界
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
不
可
能
と
し
て
と
ど
ま
る
よ
り
は
、
多
角
的
な
方
法
を
援
用
し
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ρ

て
試
行
錯
誤
的
に
仮
説
を
提
起
し

つ
つ
、
問
題
点
を
摘
出
し
、
議
論

の
俎
上
に

の
せ
る
こ
と
の
方
が
生
産
的
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系

の

神
々
の
属
性
が
銅
鐸
絵
画
に
見

い
だ
し
う

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
。

①

『日
本
書
紀
』
神
代
上
第

八
段

一
書
第
六

に
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ

(大
国

主
)
の
ま
た
の
名
を
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ

(大
物
主
)、
ク

ニ
ッ
ク
リ
ノ
オ
オ
ア
ナ
ム

チ

(国
作
大
己
貴
)、
ア
シ

ハ
ラ
ノ
シ

コ
オ

(葦
原
醜
男
)、
ヤ
チ
ホ

コ

(八
千

戈
)、
オ
オ
ク

ニ
タ

マ

(大
国
玉
)、
ウ

ツ

シ
ク

ニ
タ

マ

(顕
国
玉
)
と

い
い
、

ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ

(少
彦
名
)
と
力
を
合
わ

せ
天
下
を
経
営
し
た
と
し
、
「
顯
見

蒼

生
」
(人
民
)
と

「畜
産
」
(け
も

の
)

の
為

に
病

気

を
治
癒

し
、
又

「鳥

獸

・
昆
蟲

の
災
異
を
攘
は
む
が
爲
は
、
其

の
禁
厭
む
る
法
を
定
む
。
是
を
以

て
、

百
姓
、
今

に
至
る
ま
で
に
、
咸
に
恩
頼
を
蒙
れ
り
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。

こ
の
文
脈
と
銅
鐸
絵
画
が
整
合
性
を
も

つ
か
ど
う
か
。
人
間
と
獣
の
病
気
を

治
癒
し
、
鳥
獣

・
昆
虫

の
災
異
を
は
ら
う

と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
、
辟

邪

の
…機
能
を
も

っ
た
も
の
と
み
な
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
銅
鐸
絵
画
を
辟
邪
と

し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
。

伝
香
川
県
出
土
銅
鐸
を
例
に
と

っ
て
み
た
い
。
A
面

の
上
右
区
ト
ソ
ボ
が
描

か
れ
て
い
る
。

ア
カ
ト
ン
ボ
は
、
水
田
が

生
息
地

で
ヤ
ゴ

(幼
虫
)
の
と
き
は

ボ
ウ
フ
ラ
を
食
ベ
ト
ン
ボ
に
な
る
と
害
虫

を
食

べ
る
益
虫

で
長
野
県
北
安
曇
郡

地
方

に
よ
る
と

「田
の
神
」
と
よ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

い
う
、
石
田
昇

(
5
)

三
の
見
解
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指

摘
に
し
た
が
う
と
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ

の
昆
虫

の
災
異
を
は
ら
う
と

い
う
機
能
に
か
な
う
こ
と
に
な
る
。

同
銅
鐸

の
上
左
区

に
描
か
れ
て
い
る
カ

マ
キ
リ
と
ク
モ
は
ど
ち
ら
も
虫
を
食

べ
る
益
虫

で
あ
る
。

カ
マ
キ
リ
に
つ
い
て
は
日
本
で
は
イ
ボ
を
か
じ
ら
せ
る
と

治
る
と
い
う
俗
信
が
あ
る
。

ク
モ
が
害
虫
を
食

べ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
近
年

で
は
害
虫
駆
除

に
ク
モ
を
利
用
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

伝
香
川
県
銅
鐸

は
八
本
足
で
あ
る
か
ら
、
ク
モ
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、

神
戸
市
神
岡
四
号
銅
鐸
B
面
上
左
区
は
四
本
脚
で
あ
る
の
で
ア
メ
ン
ボ
と
す
る

説
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ぽ
後

に
ふ
れ
る
よ
う
に
別

の
解
釈
に
し
た

が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

推
定
島
根
県
出
土
銅
鐸

に
描
か
れ
た
人
の
顔
を
春
成
秀
爾
は
辟
邪
紋
と
み
て

(
6
)

い
る
が
、
島
根
県
岩
倉
二
九
号
銅
鐸
B
面
の
人

の
顔
も
同
様

で
あ
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
。
双
眼
紋
様
は
伝
岡
山
県
上
足
守
銅
鐸
、
A

・
B
面
広
島
県
福
田
銅
鐸

に
も
描
か
れ
て
い
る
。

辟
邪
と

い
う
観
点

に
つ
い
て
は
、
各
地
出
土

の
銅
鐸

(神
戸
市
森
坂
下
町
銅

鐸
な
ど
)
に
み
る
渦
巻
き
紋
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
渦
巻
き
紋

に
つ
い
て

(
7
)

は
、
す
で
に
筆
者
が
中
国

の
少
数
民
族
苗
族

の
装
飾
品
か
ら
類
推
し
た
よ
う
に
、

外
か
ら
侵
入
す
る
魔
物
を
遮
断
す
る
意
味
を
も

つ
も

の
と
す
れ
ば
、
銅
鐸
の
紋

様
も
そ
の
よ
う
に
み
な
し
う
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

同
様

に
銅
鐸

の
吊
り
手
な
ど
に
み
る
鋸
歯
紋
も
辟
邪
の
意
味
を
持

つ
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
時
代
は
か
な
り
下
が
る
が
、
平
城
宮
出
土
の
隼
人
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が
門
衛

の
た
め
に
も

っ
た
楯

の
紋
様
が
渦
巻
き
紋
と
鋸
歯
紋
と
の
組

み
合
わ
せ

か
ら
な

っ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
を
想
定

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

岩
倉
銅
鐸

に
×
印
が
刻
ま
れ
て
い
る
も

の
が
あ
り
、
こ
れ
は
神
庭
遺
跡
出
土

の
銅
剣

の
三
五
〇
本
近
く
に
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
同
じ
も
の
と
み
ら
れ
て

い
る
が
、
本
来
の
銅
鐸

・
銅
剣

の
機
能

に
関
わ
る
紋
様
的
な
も
の
か
、
そ
れ
と

も
、
埋
納
す
る
際
に
何
ら
か
の
目
的
を
も

っ
て
刻

ん
だ

の
か
判
断
は
さ
れ
て
い

な

い
。
春
成

は
小
林
行
雄
の
、
直
弧
紋
が
神
霊
を
結
び
と
め
る
と
す
る
見
解
を

受
け

て
、
銅
剣
や
銅
鐸
を
埋
め
る
と
き
に
、
威
霊
が
逃
げ
出
さ
な

い
よ
う
に
し

(
8
)

た
も

の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
を
し
て

い
る
。

×
印
に
つ
い
て
、
上
田
正
昭
は
民
間
伝
承
や
習
俗

で
は
、
「も
が
り
」
と
よ

び
、
葬
儀
で
は
そ
う
め
ん
を
×
印
に
そ
な
え
ら
れ
る
と
い
う
事
例
を
紹
介
し
辟

(
9

)

邪
で
は
な
い
か
と
い
う
。

②
出
雲
大
社
と
水
の
関
係

は
松
村

一
男

に
よ

っ
て
次
の
よ
う
な
貴
重
な
事
例

(
10

)

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
蛇
と
の
関
係

に
つ
い
て
で
あ

る
。
出
雲
大
社

の
背
後

の
山
は
古
く
か

ら
海
か
ら
寄
り
来
る
蛇

に
因
ん
で
蛇
山
と

よ
ば
れ
る
。
こ
の
海
蛇
は
セ
グ

ロ
ウ

ミ

ヘ
ビ
と
い
い
、
陰
暦
十

一
月
中
旬

に
出
雲
か
ら
石
見

の
海
岸
に
黒
潮
か
ら
押

し
出
さ
れ
て
打
ち
上
げ
ら
れ
る
。
海
蛇

は

「竜
蛇
さ
ま
」
と
も
よ
ば
れ
、
竜
宮

の
竜
神
の
使
者
と
し
て
漁
民
た
ち
の
篤

い
信
仰
を
受
け

て
い
る
。
出
雲
大
社
な

ど
に
奉
納
さ
れ
た
海
蛇
は
剥
製

に
さ
れ
、
豊
作
、
豊
漁
、
火
難
よ
け
、
家
門
繁

栄

の
し
る
し
と
し
て
信
徒

に
譲
り
渡
さ
れ
る
。
こ
の
信
仰
の
起
源

に
つ
い
て
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
千
家
尊
統
は
室
町
ご
ろ
す
で
に
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か

と
す
る
が
、
史
料
的
な
根
拠

は
な
く
、
近
世
文
書

に
は
そ
の
風
習
を
み
る
こ
と

が

で
き
る
。

出
雲
大
社

の
神
体

に
つ
い
て
も

つ
ま
び
ら
か
で
は
な

い
。
『雲
陽
秘
事
』

に

よ
る
と
、
寛
永
十
五
年

(
一
六
三
八
)
に
松
江

の
城
主
、
松
平
直
政
が
大
社

に

参
詣
し
、
神
体
を
見
た
と
こ
ろ
、
九
穴
の
鮑
と
十
尋
ぼ
か
り
の
大
蛇
で
あ

っ
た

へ

む

と

し
う

『懐
橘
談
』
に
は
、
平
安
時
代
初
頭
こ
ろ
ま
で
、
大
社

の
宮
司
で
あ

っ
た
出
雲

国
造

の
葬
儀
は
大
社
の
前

の
菱
根

の
池
に
赤
牛
に
乗
せ
て
沈
め
る
水
葬

で
あ

っ

た
と
い
う
。

『伊
予
国
風
土
記
』

(逸
文
)
に
は
、
オ
オ
ナ
ム
チ
が
大
分

の
速
見

の
湯
を
下

樋

に
よ

っ
て
引
き

ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
を
蘇
生
さ
せ
た
話
を
伝
、兄
る
が
、
『出
雲
国

風
土
記
』
意
宇
郡
忌
部
神
戸

(玉
造
温
泉
)
条
に
は
、
神

の
湯
と
よ
ぼ
れ
た
川

の
辺
の
湯
が
国
造
が
朝
廷

に
参
上
す
る
と
き
に
禊
ぎ
を
す
る
場

で
あ
る
と
い
う
。

神

の
湯
と
は
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ

(と
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
)
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

を

ち

ふ
る
か
は
ぎ

し

こ

ち

を

出
雲
国
造
神
賀
詞

に
は
、
「彼
方

の
古
川
岸
、
此
方

の
古
川
岸

に
生

ひ
立

つ

わ
か
み

ぬ
ま

わ
か

み

わ
け

若
水
沼

の
、
い
や
若
え
に
御
若
え
ま
し
、
す
す
ぎ
振
る
を
ど
み
の
水

の
、

い
や

み

を
ち
に
御
を
ち
ま
し
」
と
あ
り
、
「を
ち
」
は

「変
若
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う

に
若
返
り
の
水

の
こ
と
を

い
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
の
他
に
、
仲
哀
段
や
神
功
皇
后
紀

に
記
さ
れ
る
常
世
の
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ

の
酒
や
崇
神
紀

の
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
の
酒

の
歌
が
あ
る
が
こ
れ
も
聖
な
る
水
と
し
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て
解
さ
れ
る
。

松
村

一
男
の
指
摘

に
し
た
が

っ
て
出
雲
大
社
と
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系
の
神
々
と

水

の
関
わ
り
に
つ
い
て
整
理
し
た
が
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
銅
鐸
絵
画
を
み
る
と

き
、
水
に
ま

つ
わ
る
絵
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
も
の
も
あ

る
。例

え
ば
、
伝
香
川
県
出
土
銅
鐸
な
ど
に
描

か
れ
て
い
る

ス
ッ
ポ

ン

(魚
を
く

わ
え
た
ス
ッ
ポ
ン
)、
イ

モ
リ
、
魚
を
く
わ
え
た
鳥

(ツ
ル
あ
る
い
は
サ
ギ
)、
神

戸
市
神
岡
五
号
銅
鐸
の
カ

エ
ル
な
ど
で
あ

る
。
同
銅
鐸

の
1
字
形
道
具
を
も

つ

人
物
と
魚
の
絵
も
考
慮
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
人
物

の
所
作
を
1

字
形
を
柞

(後
述
)
と
み
て
機
織
り
と
す

る
伝
統
的
な
解
釈
と
漁
猟
と
み
る
説

が
あ

っ
て
な
お
、
決

め
が
た
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
魚
は
水
を
表
す
と
す
る
の

も

一
つ
の
解
釈
で
あ
り
、
神
戸
市
神
岡
五
号
銅
鐸
の

ヘ
ビ
、
同

一
号
銅
鐸

の
カ

ニ
も
、
そ
し
て
同
四
号
銅
鐸
B
面
上
左
区

の
四
本
脚
の
生
き
物
を
ア
メ
ン
ボ
と

み
れ
ば
水

の
表
現
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

③
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
の
神
格

は
海
洋
性
を
も
も

つ
。
『古
事
記
』
に
は
、
オ
オ

ク

ニ
ヌ
シ
は
宗
像
三
女
神

の

一
つ
タ
キ
リ
ビ

メ

(多
紀
理
眦
売
)
を
妻
と
し
、

ア
ヂ

ス
キ
タ
カ
ピ
コ
ネ

(阿
遅
鈕
高
日
子
根
)
と
タ
カ
ヒ
メ

(高
比
売
)
を
生

ん

だ
と
す
る
こ
と
、
『日
本
書
紀
』

の
三
輪
山

の
オ
オ

モ
ノ
ヌ
シ
伝
承
は
、
オ
オ

ク
ニ
ヌ
シ
の
幸
魂

・
奇
魂
が
、
神
し
き
光
を
海

に
照
ら
し
て
浮
か
び
来
る
と
あ

り
、
『古
事
記
』

に
も
ほ
ぼ
同
様

の
記
述
を
す
る
こ
と
な
ど
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
の

海
神
的
な
性
格
が
読
み
と
れ
る
。
『新
撰
姓
氏
録
』
(河
内
国
神
別
)
に
は

「宗

形
君

大
國
主
命
六
世
孫
吾
田
之
片
隅
命
後
也
」
と
も
あ
る
。
宗
形
君
は
海
人

族
の
宗
像
氏
に
つ
な
が
る
も

の
と
み
ら
れ
る
の
で
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ

(あ
る
い

は
そ
れ
と
関
係
す
る
神
々
)
と
海

の
観
点

か
ら
絵
画
銅
鐸
を
み
れ
ぽ
、
福
井
県

井
向
銅
鐸
に
み
る
船
や
、
加
茂
岩
倉

の
ウ
ミ
ガ
メ
の
絵
も
そ
の
意
味
を
理
解

で

き
な
い
こ
と
は
な
い
。

④
銅
鐸

の
絵
画
を
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
信
仰

に
関
係
づ
け
て
解
釈
し
う
る
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
た
が
、
最
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
シ
カ
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ

る
。

シ
カ
に
つ
い
て
も
、

い
ま
ま
で
多
く
の
絵
解
き
が
試

み
ら
れ
て
き
た
。
そ

れ
ら
を
す
べ
て
紹
介
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
の
別
名
と
さ
れ
て

い
る
オ
オ
ナ
ム
チ

(大
穴
牟
遅

〔記
〕、
大
己
貴

〔紀
〕
な
ど
)
に
注
意
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
シ
カ
の
絵
を
解
釈

で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。

オ
オ
ナ
ム
チ
と
い
う

神
名

の
原
義

は

「
ナ
」
を

「地
」

の
意
味
と
し
て

「大
地

の
貴

い
存
在
」
と
す

(11

)

る
説
が
も

っ
と
も
説
得
力
を
も

つ
。
オ
オ
ナ
モ
チ
の
神
名

の
由
来
に
つ
い
て
は
、

諸
説
が
あ
り
、
漢
字
表
記
の

「大
穴
牟
遅
」
か
ら

「穴
」

に
引

か
れ
て
説
を
な

す
も

の
が
あ
る
。
例
え
ぽ
西
宮

一
民
は

「偉
大
な
、
鉄
穴

の
貴
人
」
と
す
る
が
、

(12

)

オ
オ
ナ
ム
チ
信
仰
が
鉄
と
結
び

つ
く
積
極
的
な
根
拠
は
見

い
だ
し
が
た
い
。
む

ナ

し
ろ

『日
本
書
紀
』
推
古
七
年

四
月
条

の

「地
動
り
て
舍
屋
悉
く

に
破

た
れ

な

ゐ

ぬ
」
あ
る
い
は

「地
震

の
神
」

の

「
ナ
」
(地
)
か
ら
右

の
よ
う

に
大
地
神

の

意
味
を
く
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『岩
波
古
語
辞
典
』

に
は
、
「
な
ゐ

【地

震
】」
と
し
て

「あ
り
つ
る
よ
り
も
声

の
響
き
高
く
ま
さ
り
て
、
神

い
と
さ
わ

が
し
く
ひ
ら
め
き
て
、
な
ゐ
の
や
う

に
土
動
く
」
と
い
う

『宇
津
保
物
語
』

の
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オオクニヌシか らアメ ノヒボコへ

用
例
を
示
し
て
い
る
。

『出
雲
国
風
土
記
』
で
は
オ
オ
ナ
ム
チ
を

「天
の
下
造
ら
し
し
大
神
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
国
土
経
営
に
た
ず
さ
わ

っ
た
神

で
あ
る
こ
と
を
い
う
が
、

そ
れ
は
オ
オ
ナ
ム
チ
が
土
地
霊
と
し
て
の
性
格
を
も

っ
て
い
た
こ
と
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
。

オ
オ
ナ
ム
チ
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、

シ
カ
が
描
か
れ
た
理
由
を
土
地

霊
と

の
か
か
わ
り
か
ら
求

め
る
こ
と
も
で
き
る
。

シ
カ
を
土
地
霊
と
み
る
と
す

(
13

)

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
岡
田
精
司

の
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け

風
土
記

の
地
名
伝
承
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
岡
田

の
論
考

に
譲

る
が
、
「
ニ
ホ
ン
ジ
カ
は
そ

の
生
態
か
ら
、
稲
を
中
心
と
し
た
農

耕
儀
礼

に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
神
聖
視

さ
れ
る
風
が
あ

っ
た
。
神

の
化
身
と

し
て
信
仰
さ
れ
た
り
、
土
地

の
精
霊
と
し
て
あ

つ
か
わ
れ
る
伝
承
が
あ

る
の
は
、

稲
と
の
か
か
わ
り
に
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
春
成
秀
爾
も
ま
た
、

シ
カ
を
地

(
14

)

霊

の
象
徴
的
な
表
現
と
み
て
い
る
。

(
15

)

シ
カ
の
古
代
伝
承
に
つ
い
て
は
平
林
章
仁

の
考
察
も
傾
聴
す
べ
き
点
が
多
い
。

銅
鐸

に
描

か
れ
た

シ
カ
の
中
で
背
中

に
矢
を
負

っ
た
も

の

(出
土
地
不
明
辰
馬

考
古
資
料
館
四

一
八
号
銅
鐸
)
は
、
神

の
矢

に
よ

っ
て
聖
別
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
と
す
る
。
そ
れ
は
穀
霊
祭
祀

の
狩
猟
儀
礼
と
も
解
さ
れ
よ
う
が
、
基
本
的
に

は
土
地
霊
と
し
て
の
シ
カ
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
銅
鐸

に
は
こ
の
他

に
シ
カ
を
弓

矢

で
狩
猟
す
る
絵

(例
え
ば
出
土
地
不
明
谷
文
晁
旧
蔵
銅
鐸
)
や
群
行
す

る
シ
カ

の
絵

(例
え
ば
神
戸
市
神
岡
四
号
銅
鐸
)
な
ど
が
描

か
れ
て
い
る
が
い
ず
れ
も
土

地
霊
を
祭
祀
す

る
も
の
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

佐
原
眞
と
春
成

は
、

シ
カ
を
服
従
さ
せ
て
い
る
絵
な
ど
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

シ
カ
を
土
地

の
霊
、
土
地

の
神
の
姿
と
理
解
す
る
こ
と
を
説
き
、
同
時
に
記
紀

の
記
述
に
イ
ノ
シ
シ
も
神
獣

で
あ
る
と
記
し
て
い
る
こ
と

(『古
事
記
』
の
伊
吹

山
の
神
が
白
イ
ノ
シ
シ
と
な
っ
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
悩
ま
す
記
事
や
、
記
紀
の
カ
ゴ

サ
カ
王
と
オ
シ
ク
マ
王
の
祈
狩
に
イ
ノ
シ
シ
が
出
て
き
た
話
)
を
と

り
あ
げ

て

(
61

)

く
ま
ひ
と

あ
さ
べ
の
き
み

い
る
。
『播
磨
国
風
土
記
』
賀
毛
郡
猪
養
野
条
に

「日
向

の
肥
人
、
朝
戸
君
、

う

へ

ま
ゐ
き

た
て
ま
つ

天
照
大
神

の
坐
せ
る
舟

の
於
に
、
猪
を
持
ち
參
來
て
、
進
り
き
」
と
あ
る
の
も
、

イ
ノ
シ
シ
が
神
獣
で
あ
る
こ
と
を
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。

銅
鐸

に
最
も
多
く
み
ら
れ
る
シ
カ
が
土
地
霊
を
表
現
し
、
そ
の
こ
と
が
銅
鐸

の
祭
器
と
し
て
の
本
質
を
示
す
も
の
な
ら
ば
、
銅
鐸
を
オ
オ
ナ
ム
チ
信
仰

に
む

す
び

つ
け
る
こ
と
は

一
つ
の
想
定
と
し
て
成
り
立

つ
と
考
え
る
。
さ
ら
に
想
定

を
重
ね
る
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
三
品
彰
英
が
銅
鐸
が
埋
納
さ
れ
た
状
態

か
ら
発

(
17

)

見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
地
的
宗
儀

の
祭
器
と
し
た
見
解
を
あ
ら
た
め
て
よ
み
が
・兄

ら
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。

4

三
品
は
銅
剣

に
し
ろ
銅
鐸

に
し
ろ
地
下
に
埋
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

一

般
的
に
特
定

の
聖
器
を
地
中

に
埋
め
る
の
は
地
霊

に
か
か
わ
る
呪
的
宗
教
儀
礼

で
あ
り
、
原
則
的
に
は
大
地

の
神
霊
を
確
保
し
強
化
し
、
な

い
し
は
そ
の
霊
質

的
生
成
力
に
あ
や
か
る
こ
と
を
企
図
し
念
願
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
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関
連
さ
せ
る
。
本
稿

で
は
オ
オ
ナ
ム
チ
を
主
と
し
て
と
り
あ
げ
た
が
、
三
品
は

ス
サ
ノ
オ
に
着
目
し
て
い
る
。
『古
事
記

』
に
ス
サ
ノ
オ
が
地
下

の
オ
オ
ゲ
ツ

ヒ
メ
を
殺
し
て
稲
種
を
は
じ
め
と
す
る
い
ろ
い
ろ
な
穀
物

の
種
子
と
蚕
を
え
る

こ
と
、

ス
サ
ノ
オ
が

「
根
の
国
」

の
支
配
者
で
あ
る
こ
と
が
地
的
宗
儀

の
対
象

で
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
「根

の
国
」
と
は
地
下
の
こ
と
を
必
ず

し
も

意
味
す

る
の
で
は
な
く
、
生
命

の
根
原

す
る
国

の
こ
と
で
、
古
代
朝
鮮
語

の

コ
P

昌
鋤
辞
昌
Φ
(水
辺
の
平
地
す
な
わ
ち
穀
物
栽
培
可
能
の
沖
積
地
を
意
味
し
、
対

馬
の
地
名
に
多
い
何
根

・
何
浦
な
ど
の
根

・
浦
も
同
系
)
と
比
較
し
て
理
解

で
き

る
と
す
る
。

『古
事
記
』
で
は
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
は
ス
サ

ノ
オ
の
子
孫
で
あ
り
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ

シ
が
八
十
神

の
迫
害

か
ら

の
が
れ
る
た
め
に
、

ス
サ
ノ
オ
の
い
る
根

の
堅
州
国

に
行
き
、
娘

の
ス
セ
リ
ビ

メ
と
結
婚
す
る
と
い
う
よ
う

に
、

オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
と

ス
サ
ノ
オ
の
関
係

は
密
接
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
銅
鐸
と
い
う
祭
器
を
も

っ

て
祭
祀
す
る
対
象

は
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
に
限
定
す
る
こ
と
は
な
く
、

ス
サ
ノ
オ
を

も
含

め
て
も
差
し
支
え
る
こ
と
は
な
い
。
本
稿
で
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
系
と
い
う
言

葉
を

つ
か
う

の
は
そ
の
よ
う
な
意
図
で
も
あ
る
。

ひ
る
が
え

っ
て
、
銅
鐸

の
絵
画
を
見
る
と
、
臼
を
つ
く
人
物
像
な
ど
は
農
耕

儀
礼
に
ま
つ
わ
る
祭
祀

の
表
現
で
あ
ろ
う
。
平
林
は
景
行
天
皇
が
大
碓

.
小
碓

(ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
)
誕
生

の
際
に
碓

に
誥
び
を
し
た
り

(『日
本
書
紀
』)、
吉
野

の

国
主
が
わ
ざ
わ
ざ
横
臼
を
新
調
し
て
大
御
酒
を
醸
し
応
神
天
皇

に
献
上
し
た
と

(
18

)

い
う
伝
え

(『古
事
記
』
)
か
ら
、
臼
は
聖
性
を
も

つ
呪
具

で
あ
る
と
し
て
い
る

の
も
興
味
深
い
。
あ
る
い
は
、
『播
磨
国
風
土
記
』
賀
毛
郡
下
鴨
里
条

の

「昔
、

大
汝
命
、
碓
を
造
り
て
稻
舂
き
し
處
は
、
碓
居
谷
と
號
け
…
…
」
.と
い
う
記
事

も
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
臼

の
も

つ
意
味
が
明
確

に
な
る
。

伝
香
川
県
出
土
銅
鐸

に
み
る
高
床
建
築
も
神

の
宿

る
神
殿

で
あ
る
こ
と
は
ま

ち
が

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
解
釈

の
む
ず

か
し
い
の
は
、
1
字
形
の
道

旦
ハを
も

っ
て
い
る
人
物
像

(伝
香
川
県
出
土
銅
鐸

・
神
戸
市
神
岡
四
号
銅
鐸
)
と
、

男
と
女
が
争

っ
て
い
る
の
を
仲
裁
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
絵

(同
五
号
銅
鐸
)

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
説
得
力
を

も

つ
に
い
た
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
前
者

の
1
字
形
の
も

の
を
機
織

り

の
柞
と
す
れ
ば
、
金
子
裕
之
が
指
摘
す
る
よ
う
に
竜
田
風
神
祭

の
祝
詞
に
み

(
19

)

え
る

「金
の
柞
」

の
こ
と
が
想
起
さ
れ
、
農
耕
儀
礼

の
呪
具
で
あ

っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
後
者

に
つ
い
て
は
、
喧
嘩
と
そ
の
仲
裁

の
絵
と
み
る
か
ど
う
か
と

い

(
20

)

う
点

に
問
題
が
あ
り
、
寺
沢
薫
は
模
擬
戦

で
は
な

い
か
と
い
う
。
今

の
と
こ
ろ

断
案
が
な
い
と
し
て
、
保
留
し
て
お
き
た
い
。

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系

の
神
々
が
辟
邪
、
水
、
海
、
そ
し

て
土
地
霊

の
神
と
み
た
と
き
、
絵
画
銅
鐸

の
さ
ま
ざ
ま
な
絵
を

一
応
そ
れ
ら

に

即
し
て
解
釈

で
き
る
も

の
で
あ
り
、
銅
鐸

は
こ
れ
ら
の
神
々
を
祭
祀
す
る
祭
器

で
は
な
い
か
と
い
う
仮
定
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

銅
鐸
そ
の
も
の
に
地
霊
信
仰

の
祭
器
と
い
う
性
格
を
認
め
た
と
し
て
も
、
祭

祀

の
実
体
は
三
品
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
地
的
宗
儀
で
あ

っ
た
と
は
い

そ

と

い
き
れ
な
い
。
金
関
恕
が

い
う
よ
う
に
、
『三
国
志
』
「魏
書
」
東
夷
伝

の
蘇
塗
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の
祭
り
が
銅
鐸
を
祭
器
と
し
て
行
う
祭
祀

に
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
見

(
21

)

解

で
あ
る
。
蘇
塗
と
は
柱
を
立
て
て
、
鈴

鼓
を
懸
け
鬼
神

へ
の
祭
り
を
と
り
お

こ
な
う
も

の
で
あ
る
。
鈴
鼓
を
懸
け
る
柱

を
朝
鮮
半
島

で
い
う
鳥
杆
と
み
た
場

合
、
柱
と
そ
の
頂
上
に
鳥
形
を
付
け
た
も

の
を
指
す
。
こ
の
鳥
を
穂
落
神

つ
ま

り
穀
霊
と
解
釈
す
れ
ば
、
春
成
が
銅
鐸

の
鳥

の
絵
に

つ
い
て
大
林
太
良
の
説
を

引

い
て
、
『日
本
書
紀
』

に
お
い
て
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
が

サ
ザ
キ
の
羽
を
衣

に
し

て
舟

に
の
っ
て
海
上

に
現
れ
た
こ
と
や
、
『出
雲
国
風
土
記
』
の
飯
石
郡
多
禰

郷

の
地
名
起
源
は
オ
オ
ナ
ム
チ
が

ス
ク

ナ
ビ
コ
ナ
と
天
下
を
巡
行
し
た
と
き
に

(
22

)

稲
種
を
こ
こ
に
落
と
し
た
か
ら

「
タ
ネ
」

と
よ
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
と
説
く
こ
と

に
符
合
す
る
。

金
関
が
い
う
よ
う
に
鳥
取
県
淀
江
町
角

田
遺
跡

の
壷

に
、
木

に
縦
長
の
紡
錘

状

の
も
の
が
二
つ
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る

の
が
、
銅
鐸

の
祭
祀
で
の
使
わ
れ
方

を
示
す
も
の
と
す
れ
ば
、
銅
鐸
を
用

い
る
祭
祀
と
蘇
塗
の
類
似
性
は
興
味
深

い

問
題
提
起
と
し
て
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「魏
書
」

に
い

う
鬼
神
は
祖
霊
と
し
て
の
大
地
神
の
こ
と

で
、
わ
が
国
で
い
う
、

オ
オ
ク

ニ
ヌ

シ
系

の
神
々
と
し
て
も
よ
い
。
だ
が
、
銅
鐸

に
よ
る
祭
祀
や
鳥
杆

に
柱

や
樹
木

が
そ
し
て
鳥
と
と
も
に
、
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
単
な
る
地
的
宗
儀

で
は
な
く
、

天
神
と
地
霊
神
と
の
交
感
と
解
す
る
の
が

よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
そ
う
し
た
意

味

で
、
も
し
銅
鐸
が
使
用
時

に
樹
木
に
懸

け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
樹
木

の

意
味
も
問
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

5

再
び

『播
磨
国
風
土
記
』
を
参
照
し
、
次
の
記
事

に
注
目
し
た
い
。

い
ひ
ぼ
を
か

な
づ

ゆ

ゑ

あ
め
の
ひ
ぼ
こ
の
み
こ
と

か
ら
く
に

①

[揖
保
郡
]

粒
丘

粒
丘
と
號
く
る
所
以

は
、
天
日
槍
命
、
韓
國
よ

わ
た

う

つ

か
は
じ
り

や

ど

り

あ
し
は
ら
の
し
こ

を
の
み
こ
と

り
度
り
來

て
、
宇
頭

の
川
底
に
到
り
て
、
宿
處
を
葦
原
志
擧
乎
命

に
乞
は

し
し
く
、
「
汝
は
國
主
た
り
。
吾
が
宿
ら
む
處
を
得

ま
く
欲
ふ
」
と
の
り

わ
た
な
か

ま
れ
び
と

た
ま
ひ
き
。
志
擧
、
即
ち
海
中
を
許
し
ま
し
き
。
そ
の
時
、
客

の
神
、
劒

か

を
以
ち
て
海
水
を
攪
き

て
宿
り
ま
し
き
。
主

の
神
、
郎
ち
客

の
祚

の
盛
な

る
行
を
畏
み
て
、
先

に
國
を
占
め
む
と
欲
し
て
、
巡
り
上
り
て
、
粒
丘
に

い
ひ
を

到

り

て
、

喰

し

た

ま

ひ

き

。

こ

こ

に

口

よ

り
粒

落

ち

き

。

故

、

粒

丘

と
號

く

。

う
ば
ひ
た
に

②

[宍
禾
郡
]

比
治
里

奪
谷

葦
原
志
擧
乎
命
と
天
日
槍
命

と
二
は

し
ら
の
神
、
此
の
谷
を
相
奪
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
奪
谷
と

い
ふ
。

③

(同
郡
)

柏
野
里

伊
奈
加
川

葦
原
志
許
乎
命
、
天
日
槍
命

と
、

い
な
な

國

占

め

ま

し

し

時

、

嘶

く

馬

あ

り

て
、

此

の
川

に
遇

へ
り

。

故

、

伊

奈

加

川

と

い

ふ
。

あ
な
し

④

(同
郡
)

安
師
里

…
…
今
、
名
を
改
め
て
安
師
と
爲
す
は
、
安
師

川
に
因
り
て
名
と
爲
す
。
其
の
川
は
安
師
比
賣

の
祚

に
因
り
て
名
と
爲
す
。

つ
ま
ど

ひ

い
な

伊
和
の
大
神
、
娶
誂
せ
む
と
ま
し
き
。
そ
の
時
、
此
の
祚
、
固
く
辭
び
て

い
か

聽
か
ず
。
こ
こ
に
、
大
神
、
大
く
瞋
り
ま
し
て
、
石
を
以
ち
て
川
の
源
を
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塞
き
て
、
三
形
の
方
に
流
し
下
し
た
ま
ひ
き
。

う
る
か

⑤

(同
郡
)

雲
箇
里

波
加
村

國
占
め
ま
し
し
時
、
天
日
槍
命
、
先

に
此
處
に
到
り
、
伊
和
大
碑
、
後
に
到
り
ま
し
し
き
。
こ
こ
に
大
神
大
き

あ
や
し

は
か

に
恠
み
て
、

の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
度
ら
ざ

る
に
先

に
到
り
し
か
も
」
と

の
り
た
ま
ひ
き
。

⑥

(同
郡
)

御
方
里

…
…
御
形
と
號
く
る
所
以
は
、
葦
原
志
許
乎
命
、

し

に

だ
け

お
の
お
の
も
つ
づ
ら
み

か
た

天
日
槍
命
と
、
黒
土

の
志
爾
嵩
に
到

り
ま
し
。
各

黒
葛
三
條
を
以
ち
て
、

足
に
着
け
て
投
げ

た
ま
ひ
き
。
そ

の
時
葦
原
志
許
乎
命

の
黒
葛
は
、

一
條

は
但
馬

の
氣
多

の
郡
に
落
ち
、

一
條

は
夜
夫
の
郡

に
落
ち
、

一
條
は
此

の

村

に
落
ち
き
。
故
、
三
條
と
い
ふ
。

天
日
槍
命

の
黒
葛

は
、
皆
、
但
馬
の

い

つ

し

い
ま

あ
る

國
に
落
ち
き
。
故
、
但
馬

の
伊
都
志

の
地
を
占
め
て
在
し
き
。

一
ひ
と
い

た

へ
ら
く
、
大
神
、
形
見
と
爲

て
、
御
杖
を
此
の
村
に
植

て
た
ま
ひ
き
。
故
、

御
形
と

い
ふ
。

ぬ
か
を
か

⑦

[神
崎
郡
凵

多
駝
里

粳
岡
は
、
伊
和

の
大
神

と
天
日
桙
命
と
二
は

し
ら
の
神
、
各
、
軍
を
發
し
て
相
戰

ひ
ま
し
き
。
そ
の
時
、
大
神

の
軍
、

つ

ぬ
か

集
ひ
て
稻
舂
き
き
。
そ
の
粳
聚
り
て
丘
と
爲
る
。

右

に
挙
げ
た

『播
磨
国
風
土
記
』
の
記
事

に
つ
い
て
、
詳

し
く
説
明
す
る
こ

と
は
省
略
す
る
が
、

い
ず
れ
も
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系

の
ア
シ

ハ
ラ
ノ
シ
コ
オ
あ

る
い
は
イ
ワ
大
神
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
が
土
地

の
占
拠
を
め
ぐ

っ
て
争
う
か
、
戦

っ
た
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。
④
を
と
り
あ
げ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
若
干
説
明

が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
安
師
と
い
う
語
義
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
る

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
垂
仁
紀

に
お
い
て
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
が
吾
名
邑

に
住
ん
だ

こ
と
か
ら
、
「
ア
ナ
」
は
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
名

で
あ
る
の
で
、

安
師
姫
は
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
伝
承
と
関
係
さ
せ
て
よ
い
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。

こ
れ
は
後
述

の
穴
師
坐
兵
主
神
社
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
右

の
風
土
記

の
記
事

は
、
簡
単

に
公
式
化
す
れ
ば
オ
オ

ク

ニ
ヌ
シ
系

の
神
々
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
の
対
立
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
に
つ
い
て
は
、
多
く

の
先
行
研
究
が
あ
り
、
筆
者
も
か

つ
て

(
23

)

言
及
し
た
。
こ
こ
で
は
、
要
点

の
み
再
論
し
て
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ア
メ
ノ
ヒ

ボ

コ
の
対
立
伝
承

の
意
味
を
探

っ
て
み
た
い
。

㈲

『古
事
記
』
応
神
天
皇
段

昔
、
新
羅

の
王
子
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
が

い
た
。
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
は
逃
げ

た
妻

を
追

っ
て
、
難
波

に
渡
来
す
る
が
、
渡

の
神

に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
入
る
こ
と
が
で

き
な
か

っ
た
の
で
、
但
馬

の
国
に
留
ま

っ
た
。
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
が
将
来
し
た
も

ひ

れ

の
は
、
珠
二
貫
、
浪
振

る
比
礼
、
浪
切
る
比
礼
、
風
振
る
比
礼
、
風
切
る
比
礼
、

お
き
つ
か
が
み

へ

つ
か
が
み

奥
津
鏡
、
辺
津
鏡

の
八
種
で
、

こ
れ
は
伊
豆
志
の
八
前

の
神
で
あ
る
。

㈲

『日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
年
三
月
条

新
羅

の
王
子

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
が
渡
来
し
た
。
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
が
将
来
し
た
の

は
、
羽
太
の
玉

一
個
、
足
高

の
玉

一
個
、
鵜
鹿
鹿

の
赤
石
の
玉

一
個
、
出
石

の

ひ
も
ろ
ぎ

小
刀

一
口
、
出
石

の
桙

一
枝
、
日
鏡

一
面
、
熊
の
神
籬

一
具
の
七
物

で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
但
馬
国
に
お
さ
め
て
神
の
物
と
し
た
。

一
説
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
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し
さ
は
の
む
ら

い
う
。
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
は
播
磨
の
国

に
泊
ま
り
、
宍
粟
邑
に
い
た
。
天
皇
は
三

輪
君
の
祖
で
あ

る
大
友
主
と
、
倭
直

の
祖

で
あ
る
長
尾
市
を
播
磨

に
派
遣
し
て
、

名
前
と
出
身
国
を
た
ず
ね
た
。
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
は
将
来
物
で
あ
る
葉
細
の
珠

・

足
高

の
珠

・
鵜
鹿
鹿

の
赤
石

の
珠

・
出
石

の
刀
子

・
出
石
の
槍

・
日
鏡

・
熊

の

神
籬

・
胆
狭
浅

の
大
刀
を
献
上
し
、
諸
国
を
巡
り
、
自
分
の
望
む
と
こ
ろ
を

い

た
だ
き
た
い
と
希
望
し
、
こ
れ
を
許
さ

れ
た
。
そ
こ
で
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
は
宇
治

川
か
ら
近
江

の
国

の
吾
名
邑
に
入

っ
て
し
ば
ら
く
住
み
、
そ
の
後
若
狭
を
経
て

但
馬

の
国
に
住
居
を
定
め
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
て
鏡
村

の
陶
人
は
ア

メ
ノ
ヒ
ボ

コ
の
従
者

で
あ
る
。

㈲

『日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
八
十
八
年
七
月
条

天
皇
が

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
が
初
め
て
来

た
と
き
に
将
来
し
た
宝
物
を
見
た
い
の

で
使
者
を
但
馬
に
派
遣
し
て
、

ア
メ
ノ

ヒ
ボ

コ
の
曾
孫
で
あ
る
清
彦

に
献
上
さ

せ
た
。
そ
れ
ら
は
、
羽
太
の
玉

一
箇
、
足
高

の
玉

一
箇
、
鵜
鹿
鹿

の
赤
石
の
玉

一
箇
、
日
鏡

一
面
、
熊

の
神
籬

一
具
で
あ

っ
た
。
出
石
と
よ
ば
れ
る
小
刀
は
献

上
し
な
い
で
隠
し
て
い
た
が
、
発
覚
し
そ
れ
も
差
し
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
宝
物

を
神
府

に
収

め
た
が
、
刀
子
が
な
く
な
り
、
清
彦

の
家
に
き
た
が
、
そ
の
朝
に

な
く
な
り
淡
路
島
に
い
っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
こ
で
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
に

つ
な
が
る
系
譜
関
係
に
つ
い
て
は
、
省
略
し

た
が
、

い
う
ま
で
も
な
く
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
を
特
定

の
人
物
と
し
て
記
紀
、
そ
し

て

『播
磨
国
風
土
記
』
も
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
直
接
的
に
は
朝
鮮
半

島
か
ら

の
渡
来
集
団
を
象
徴
的
に
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
に
託
し
た
も
の
で
あ
る
。
最

終
的
に
は
但
馬
に
定
着
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
但
馬
に
集
団
が
祭
祀
し
た
神
を

祭

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
か
な
り

の
年
月
の
遍
歴
を

経

た
結
果
で
あ

る
と
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
『日
本
書
紀
』
は
渡
来

の
時

期
を
垂
仁
天
皇
三
年
と
す
る
が
、
『古
事
記
』
応
神
天
皇
段

で
は
、
「昔
」

ア
メ

ノ
ヒ
ボ

コ
な
る
も
の
が
い
た
と
記
す

の
み
で
あ
る
。
も
し
、
渡
来
し
た
集
団
名

あ
る
い
は
氏
族
が
明
確
な
ら
ば
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
と
い
う
よ
う
な
象
徴
的
な
名

で
よ
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
純

に
新
羅
人
の
渡
来
と
記
す
だ
け
で

も
問
題
が
な

い
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
と
い
う
名

で
よ
ば
れ
る
の
は
、
渡
来
人

の
は
る
か

「昔
」
の
祖
先

に
つ
い
て
の
伝
承
を
表

現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
が
、
す
で
に

『播
磨
国

風
土
記
』
の
記
事
か
ら
み
た
よ
う
に
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系

の
神
々
即
ち
銅
鐸
を

祭
器
と
す
る
信
仰
者
集
団
と
の
対
立
伝
承
と
し
て
語
り
継
が
れ
た
も

の
で
あ

っ

て
、
弥
生
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る

「事
件
」
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。

具
体
的
に
、

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
と
い
う
名
で
よ
ば
れ
る
集
団
の
渡
来
年
代
を
示

唆
す
る
の
は
、
将
来
さ
れ
た
奥
津
鏡
と
辺
津
鏡

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
奥

津
鏡

・
辺
津
鏡
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
の
か
十
分
に
明
ら
か
に
し
が

た
い

が
、
こ
の
名
称

は

『先
代
旧
事
本
紀
』
天
皇
本
紀

(神
武
天
皇
)
に
ウ

マ
シ
マ

ジ
命
が
皇
后
の
魂
鎮
め
の
た
め
に

ニ
ギ

ハ
ヤ
ヒ
が
天
よ
り
受
け
た
十
種

の
天
璽

の
瑞
宝
を
も

っ
て
行
う
と
し
て
、
そ
の
中
に
瀛
津
鏡
と
辺
津
鏡
の
名
が
記
さ
れ

て
い
る
。
現
在
実
在
す
る
鏡
を
こ
れ
ら
の
名
で
よ
ん
で
い
る
の
は
、
京
都
府
宮

津
市

の
籠
神
社
所
蔵

の

「海
部
直
伝
世
鏡
息
津
鏡
辺
津
鏡
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら
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の
鏡

に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年

(
一
九
八
七
)
に
調
査
が
実
施
さ
れ
、
辺

津
鏡

は
前
漢

(前
二
〇
ニ
ー
後
八
年
)
晩

期

の
も

の
で

「昭
明
鏡
」
と
よ
ば
れ

る
も

の
で
、
直
径
九

・
五

セ
ン
チ
、
無
文

の
縁
部
の
内
側

に
十
七
文
字

の
銘
帯

を
も

つ
。
同
種

の
鏡

は
佐
賀

・
福
岡

・
広
島
県
か
ら
約
十
面
出
土
し
て
い
る
。

息
津
鏡
は
後
漢

(後
二
五
-
二
一
二

)
前
半
期

の
も

の
で
、
直
径
十
七

.
四
五

セ
ン
チ
で
、
雲
雷
文
帯
が
あ
り
、
中
心

に

「長
宜
子
孫
」
の
銘
が
あ
る
こ
と
か

ら

「長
宜
子
孫
内
行
花
文
鏡
」
と
よ
ば
れ

る
。
わ
が
国
で
す
で
に
二
十
数
面
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。
前
漢
鏡
に
つ
い
て
は
、
手
ず
れ
や
赤
さ
び
も
な
く
伝
世
鏡

で
あ
る
可
能
性
が
高

い
が
、
後
漢
鏡
は
、
古
墳

の
副
葬
品
で
あ

っ
た
こ
と
為
否

定
で
き
な
い
と
い
う
。
同
神
社
所
蔵

の
国
宝

「海
部
氏
系
図
」
(平
安
時
代
書

写
)
に
付
さ
れ
た

「海
部
氏
勘
系
図
」

(江
戸
時
代
〉
に
は

「辺
津
鏡
」
・
「息
津

(
24
)

鏡
」

の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
の
将
来
し
た
と
い
う

「奥
津
鏡
」
・
「辺
津
鏡
」
が

籠
神
社

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

「息
津
鏡
」
・
「辺
津
鏡
」
と
同
類
あ
る
い
は
同
年

代

の
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
の
伝
来
は

一
世
紀
以
降
と
い
う
想

定
も
成
り
立

つ
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
な
仮
定

の
上

に
た
っ
て
推
論

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
銅
鐸
と
オ
オ

ク

ニ
ヌ
シ
系

つ
ま
り
地
霊
信
仰

の
体
系

と
、
鏡

と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
つ
ま
り
天

(ア
マ
)
神
系
信
仰

の
対
立
と
し
て
、
『播
磨
国
風
土
記
』
の
記
事
を
解
釈
で
き

る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

6

『播
磨
国
風
土
記
』
が
伝
え
る
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
集
団
の
対

立
か
ら
想
起

さ
れ
る
の
は
、
『魏
志
倭
人
伝
』

に

「其

の
國
、
本
と
亦
男
子
を

以
て
王
と
爲
し
、
住
ま
る
こ
と
七
八
十
年
。
倭
國
亂
れ
、
相
ひ
攻
伐
す
る
こ
と

歴
年
、
乃
ち
共

に

一
女
子
を
立
て
て
王
と
爲
す
。
名
づ
け
て
卑
彌
呼
と
日
ふ
」

と
い
う
、

い
わ
ゆ
る

「倭
国
大
乱
」
の
こ
と
で
あ
る
。
『後
漢
書
』
に
は
こ
の

乱
を
後
漢

の
桓
帝
と
霊
帝

の
間

(
一
四
六
1

一
八
九
)
の
こ
と
と
す

る
。

銅
鐸
に
よ
る
祭
祀
が
幕
を
閉
じ
る
の
が

一
般
的

に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
三

世
紀
ご
ろ
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
倭
国
大
乱
は
、
銅
鐸
の
時
代
か
ら
鏡

の
時
代

へ

の
全
面
的
な
変
革
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
三
品
が
指
摘

し
た
よ
う
に
地

(25

)

的
宗
儀
か
ら
天
的
宗
儀

へ
の
変
化
と
し
て
単
純

に
理
解
す
べ
き
か
ど
う
か
は
疑

問
で
あ

る
が
、
天
的
宗
儀
が
主
た
る
位
置
を
占
め
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
。
ア

メ
ノ
ヒ
ボ

コ
に
象
徴
さ
れ
る
渡
来
系

の
集
団
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る

本
稿

の
立
場
に
た
て
ぽ
、
そ
の
将
来
品

に
、
鏡
と
玉
と
そ
し
て
小
刀
が
含
ま
れ
、

後

に
三
種

の
神
器
と
称
さ
れ
る
原
型
が
あ

っ
た
と
み
な
し
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

さ
ら
に
、
浪
振

る
比
礼
、
浪
切
る
比
礼
、
風
振
る
比
礼
、
風
切
る
比
礼
も
も
た

ら
さ
れ
た
と
い
う
表
現

か
ら
、
渡
来
集
団
が
海

の
民
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て

い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
系

11
銅
鐸
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
の
対
立
関
係
を
具
体
的

に
示
し

て
い
る
例
と
し
て
、
外
縁
紐
式
四
区
袈
裟
襷
文
銅
鐸
を
出
土
し
た
和
歌
山
市
太
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図1和 歌山市太田黒田遺跡 と日前 ・国懸神宮

(
26
)

田
黒
田
遺
跡
と
そ

の
南
東

に
鎮
座
す
る
日
前

・
国
懸
神
社
に
求

め
る
こ
と
が

で

き
る
か
も
し
れ
な

い
(図
1
)
。
同
神
社
に
つ
い
て
は

『日
本
書
紀
』
神
代
上
第

七
段
の

一
書

に
、

ス
サ
ノ
オ
が
乱
暴
な
行
為
を
し
た
た
め
に
天
石
窟

に
隠
れ
た

ア
マ
テ
ラ
ス
を
招
き
だ
す
た
め
に
石
凝
姥
に
天
香
山
の
金
で
日
矛
を
作
ら
せ
る

が
、
こ
れ
が
紀
伊
国

の
日
前
神
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
さ
ま

ざ
ま
な
伝
承
が
あ
り
、
具
体
像
が

つ
か
み
に
く
い
が
、

『日
本
書
紀
』

一
書

に

し
た
が
う
と
日
矛
と

の
関
係
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
本
稿

の
立
場
か

ら
い
え
ぽ
、

ス
サ
ノ
オ
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
系
で
あ

っ
て
、
そ
れ
と
ア
マ
テ
ラ
ス

の
対
立
が

一
書

の
い
う
と
こ
ろ
で
、
「日
矛
」
は
こ
こ
で
も
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系

に
対
す
る
位
置
を
占

め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
太
田
黒
田
遺
跡
と
関
連
さ
せ
る

な
ら
ば
、
銅
鐸
に
よ
る
祭
祀
か
ら

「
日
矛
系
」

へ
と
変
化
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。

7

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
に
つ
い
て
は
、
西
日
本
に
分
布
す
る
兵
主
神
社
と
の
関
係
が

論
じ
ら
れ
て
き
た
。

(
27

)

兵
主
神
社
に
つ
い
て
は
、
黛
弘
道

の
考
察
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
そ
の

骨
子
を
紹
介

し
て
お
き
た
い
。

①
内
藤
虎
次
郎

(『日
本
文
化
史
研
究
』
)
は
大
和

の
兵
主
神
社

の
あ
る
桜
井

市
穴
師

の
弓
月
嵩

(弓
月
嶽
、
現
巻
向
山
)
に
注
目
し
、
秦
氏
と
関
係

の
あ

る

弓
月
君
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
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②
応
永
二
十
九
年

「大
倭
神
社
注
進
状

」
裏
書
に

「
上
ノ
杜
、
杜
傳
日
、
上

肚
者
御
食
津
神
也
。
神
體
日
矛
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、

こ
の

「
日
矛
」
は
垂
仁

紀
、
応
神
段

に
み
え

る
新
羅
王
子
と
伝
え

る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ

(天
日
矛
)
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
兵
主

(穴
師
)
神
社
と

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
伝
承

の

分
布
と
も
か
さ
な
る
こ
と
か
ら
い
え
る
。

③
兵
主
神
が
中
国
山
東
地
方

の
神
で
あ

る
こ
と
と
、

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
が
新
羅

か
ら
渡
来
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

つ
ま

り
、

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
は
秦

(辰
)
韓
の
鉄

で
作

っ
た
槍
を
擬
人
化
し
た
も
の
ら

し
く
、
そ
れ
が
珍
重
さ
れ
て
、
新
羅

の
王
子
と
.さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際

に
ヒ
ボ

コ
を
将
来
し
た
人
々
は
楽
浪

・
帯

方
の
遺
民
で
、
秦
韓
を
経
由

し
た
の

で
は
な
い
か
。

④
楽
浪
、
帯
方
の
滅
亡
は
四
世
紀

の
初

・
中
期
で
あ
る
が
、
弓
月
君
の
わ
が

国

へ
の
渡
来
を
五
世
紀

の
初
頭
と
推
定
さ
れ
て
い
る
応
神
朝
の
頃
と
伝
え
る
の

で
、
時
代
的
に
お
か
し
く
は
な
い
。

⑤

ヒ
ボ

コ
と
新
羅

の
鉄
を
結
び

つ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
兵
主
と
関
係
す
る

「穴
師
」
と
い
う
地
名
は
鉄
穴
を
掘

る
技
師

の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
に
み
た
黛
説
は
、
弓
月
君
の
渡
来

を
五
世
紀
頃
と
す
る
応
神
紀

の
記
事

を
事
実
と
し
て
解
す
る
と
い
う
こ
と
を
前

提
と
し
た
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、

応
神
紀

の
弓
月
君
渡
来

の
記
事
を
五
世
紀

以
前
の
事
実

の
反
映
と
み
、
後
述
す

る
よ
う
に
秦

の
時
代

(前
二
一二

～
二
〇
七
)
に
す
で
に
山
東
半
島

に
兵
主
が

ま
つ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
兵
主
は
五
世
紀
よ
り
も
さ
か
の
ぼ
る
時
代

に
わ
が
国
に
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
を
象
徴
と
す
る
集
団

の
渡
来
に
つ
い
て
は
す
で
に

み
た
よ
う
な
推
論
も
成
り
立

つ
で
あ
ろ
う
。

前
者

つ
ま
り
、
兵
主

の
五
世
紀
伝
来
説
を
と

っ
た
場
合
は
応
神
紀

の
記
事
に

つ
い
て
の
史
料
批
判
は
当
然
必
要
で
は
あ
る
が
、
記
紀

に
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
と
あ

っ
て
兵
主
と
い
う
言
葉
が

一
語
も
現
れ
な
い
の
は
、
両
者
を
同

一
の
神
格
と
し

て
も
、
も
と
も
と
同
時
期

の
伝
来
で
あ
る
の
か
ど
う
か
即
座
に
断
定

で
き
な

い

と
い
う
不
安
が

つ
き
ま
と
う
。

後
者
の
よ
う
に
弥
生
時
代

に
山
東
半
島
か
ら
兵
主
が
稲
作
農
耕
と
と
も
に
わ

が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
想
定
は
、
稲
作
農
耕

の
伝
来

ル
ー
ト
が
中
国
江

南
か
ら
山
東
半
島
、
朝
鮮
半
島
を
経
て
日
本
列
島
と
す
る
見
解
に
か
な

っ
て
興

味
を
そ
そ
ら
れ
る
が
、
兵
主
と
稲
作
農
耕
が
連
動
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
と
は
、

分
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
を
鉄
と

の
関
係

に
つ
い
て

理
解
す
る
な
ら
ば
、
九
州
地
方

で
鉄
剣
、
鉄
製

の
大
刀

・
刀
子
、
鉄
戈
な
ど
が

(28

)

出
現
す
る
弥
生
中
期
頃
こ
そ
問
題
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
籠
神
社
所

蔵
漢
鏡
の
伝
来
と
関
連
さ
せ
る
と
し
て
も
時
期
的

に
大
差
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
さ
し
く
、
倭
国
大
乱
前
夜

の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に

三
種

の
神
器

の
原
型

の
よ
う
な
も

の
を
将
来
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
は
、

「
ク

ニ
」
の
統
合
原
理
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
理
解

は
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ

る
。兵

主
神
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
筆
者
が
奈
良
県
斑
鳩
町
の
藤

ノ
木
古
墳
出
土
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(29

)

の
鞍
金
具

の
鬼
神
像
に
関
連
し
て
述
べ
た

の
で
、
そ
の
要
約
も
し
て
お
き
た
い
。

兵
主
と
は
、
『史
記
』
「封
禅
書
」
に
み
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
瑯
邪
八
神
の

一
つ

で
あ
る
。
八
神
と
は
天
主
、
地
主
、
兵
主

、
陰
主
、
陽
主
、
月
主
、
日
主
、
四

時
主
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
ら
八
神
は
山
東
半
島

の
各
地

に
祭
祀
さ
れ
て
い
た

が
、
『史
記
』
に
は
、
秦

の
始
皇
帝
が
封
禅

の
儀

の
後
、

こ
の
八
神
を
巡
拝
し

た
と
記
す
。
ま
た
、
兵
主
は
蚩
尤
を
祀
る
と
も
あ
る
。
蚩
尤
は
風
を
支
配
し
、

ふ
い
ご
の
技
術

に
よ

っ
て
青
銅
兵
器
の
製
造
を
行

っ
た
部
族
の
代
表
者

で
、
世

の
常

の
人
が
食
べ
る
よ
う
な
穀
物
、
野
菜

、
魚
肉
は

一
切
食

べ
ず
、
砂
と
石
、

あ
る
い
は
鉄
石
を
食

し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
は
砂
鉄
を
材
料
と
し
て
い

た
こ
と
を
擬
人
化
し
た
も

の
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
蚩
尤

は
、
青
銅
器
の
鋳
造

や
兵
器

の
製
造

に
関
係
す
る
神
と
み

な
さ
れ
、
武
神
と
し
て
の
神
格
を
有
し
て

い
た
。
『史
記
』
「五
帝
本
紀
」
に
は
、

黄
帝
と
戦

い
殺
さ
れ
た
と
あ
り
、

『山
海
経
』

の

「大
荒
北
経
」
に
は
蚩
尤

は

兵
器
を
作

っ
て
黄
帝
を
討

っ
た
が
、

つ
い
に
殺
さ
れ
た
と
あ
る
。
ま
た

『韓
非

子
』

に
は
黄
帝
が
泰
山
に
登

っ
た
と
き
に
、
蚩
尤
は
そ
の
前
方
を
進
ん
だ
と
も

い
う
。

藤

ノ
木
古
墳

の
鞍
の
図
像
が
蚩
尤
と
み
た
の
は
小
杉

一
雄

で
、
『述
異
記
』

に
蚩
尤
は
五
兵
を
も

つ
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
類
推
し
た
も

の
で
、
筆
者

(
30
)

も
そ
の
見
解
に
し
た
が

っ
た
。

わ
が
国
の
兵
主
神
社
が
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
を
祭
祀
し
た
も

の
と
す
る
の
は
、
右

に
あ
げ
た

「大
倭
神
社
注
進
状
」
の
裏
書
が
根
拠
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が

(
31

)

偽
書

で
あ
る
と
い
う
説
も
あ

っ
て
、
な
お
問
題
は
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た

と
え
偽
書
で
あ

っ
て
も
兵
主
神
社
が
日
矛
伝
承
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
と
兵
主
神
と
の
つ
な
が
り
は
黛
が
述
べ
る

よ
う
に
、
但
馬
地
方
に
兵
主
神
社
が
多

い
こ
と
か
ら
説
明
す
る
の
が
説
得
力
を

も

つ
。

と
こ
ろ
が
以
下
に
示
す
よ
う
に
各
地

の
兵
主
神
社

の
祭
神
を
調
べ
て
み
る
と
、

大
正
十
四
年

(
一
九
二
五
)
内
務
省
編
に
な
る

『特
選
神
名
牒
』
は
大
部
分
オ

オ
ク
ニ
ヌ
シ
系
な
の
で
あ
る
。

(
1
)

(
2

)

(
3

)

大
和
国
城
上
郡

穴
師
坐
兵
主
神
社

大
和
国
城
上
郡

穴
師
大
兵
主
神
社

か
つ
て

(1
)
が
上
社
と
し
て
巻
向
山

(前
掲

の
弓
月
嶽
)

に
、
(2
)

が
下
社
と
し
て
現
在

の
穴
師
神
社

に
鎮
座
し
て
い
た
が
、
上
社
は
応
仁

の
乱
で
焼
失

し
て
、
下
社
に
神
体
を
遷
し
巻
向
社
を
合
祀
し
た
と
い
う
。

前
述
し
た
よ
う
に

「大
倭
神
社
注
進
状
」
裏
書

に
上
社
は
、
神
体
を
日

矛
と
あ

る
が
、
下
社

に
つ
い
て
は
神
体
を

「鈴
之
矛
」
と
し
、
「
兩
者

(32
)

共
神
體
爲
矛
」
と
あ
る
。
「大
倭
神
社
注
進
状
」
に

つ
い
て
偽
書
説
が

あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
先

に
み
た
通
り
で
あ
る
。
『特
選
神
名
牒
』

は
上
社

の
祭
神
を

「素
盞
鳴
尊
」
と
し
、
下
社
に
つ
い
て
は

「
後
考
を

俟

つ
」
と
す
る
。

和
泉
国
和
泉
郡

兵
主
神
社

岸
和
田
市
西
之
内

に
あ

る
当
社

に

つ
い
て
昭
和
四
十
六
年

(
一
九
七
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(
4

)

(
5

)

(6

)

(
7
)

一
)
の

『大
阪
府
神
社
名
鑑
』

に
、
祭
神

は

「天
照
大
神

・
八
幡
大

神

・
菅
原
道
真
」
と
あ

る
が
、
明

治
十

二
年

の

『大
阪
府
神
社
明
細

帳
』

で
は
、
主
神
が

「
八
千
鋒
大
神

・
日
本
武
尊
」
と
、
ま
た
、
昭
和

二
十
七
年

(
一
九
五
二
)
の
明
細
帳

に
は
主
神
が

「
八
千
鋒
大
神
」
と

(33
)

あ

る
。
『特
選
神
名
牒
』
は
祭
神

を

「素
盞
鳴
尊
」
と
す
る
。
な
お
、

前
掲

の
大
和

の
穴
師
坐
兵
主
神
社

に
い
う

「穴
師
」

の
名
を
も

つ
泉
穴

師
神
社
が
泉
大
津
市
豊
中

に
鎮
座
す
る
。
大
和
の
場
合
か
ら
類
推
し
て
、

「兵
主
」
と

「穴
師
」
と
は
関
係
が
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

参
河
国
賀
茂
郡

兵
主
神
社

『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「大
物
主
神

・
三
穂
津
姫
神
」
と
あ
る
。

近
江
国
野
洲
郡
兵
主
神
社

滋
賀
県
野
洲
郡
中

主
町
五
条

に
鎮
座
。
『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神

は

「大
国
主
神
」
と
あ
る
。
垂
仁
紀
三
年
三
月
条
に
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
は
宇

治
川

(菟
道
河
)
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
近
江
の
吾
名
邑
に
し
ば
ら
く
住

み
、

そ
こ
か
ら
若
狭
を
経
て
但
馬
に
至

っ
た
と
し
、
近
江
の
鏡
村

の
谷
の
陶

人
は
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
の
従
人
と
あ

る
。

近
江
国
伊
香
郡
兵
主
神
社

滋
賀
県
伊
香
郡
高
月
町
横
山
。
『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「大
国
主

命
」
。

丹
波
国
氷
上
郡
兵
主
神
社

兵
庫
県
氷
上
郡
春
日
町
黒
井
。
『
特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「大
名
持

(
8
)

(
9

)

(
10

)

(
11

)

(
12

)

(
13

)

(
14
)

命
」
。

但
馬
国
朝
来
郡
兵
主
神
社

兵
庫
県
朝
来
郡
山
東
町
柿
坪
。
『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「大
己
貴

命
」
。

但
馬
国
養
父
郡
兵
主
神
社

兵
庫
県
城
崎
郡
日
高
町
浅
倉
。
『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「大
己
貴

命
」。

但
馬
国
更
杵
村
大
兵
主
神
社

兵
庫
県
朝
来
郡
和
田
山
町
林
垣
。
『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「素
盞

鳴
尊
」
。

但
馬
国
出
石
郡
大
生
部
神
社

兵
庫
県
豊
岡
市
奥
野
。
『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「素
盞
鳴
尊
」
。

但
馬
国
気
多
郡
久
刀
寸
兵
主
神
社

兵
庫
県
城
崎
郡
日
高
町
久
斗
。
『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「速
須
佐

之
男
命
」
。

但
馬
国
城
崎
郡
兵
主
神
社

兵
庫
県
豊
岡
市
山
本
。
『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「速
須
佐
之
男
命
」

と

「大
己
貴
命
」
。

因
幡
国
巨
濃
郡
佐
弥
乃
兵
主
神
社

鳥
取
県
岩
美
郡
岩
美
町
河
崎
。
『特
選
神
名
牒
』
に
祭
神
は

「大
国
主

命
」
。
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(15
)

因
幡
国
巨
濃
郡
許
野
兵
主
神
社

鳥
取
県
岩
美
郡
岩
美
町
。
『特
選
神
名
牒
』

に
祭
神
は

「
大
国
主
神
」
。

(16
)

播
磨
国
多
可
郡
兵
主
神
社

兵
庫
県
多
可
郡
黒
田
庄
町
岡
。

『特
選
神
名
牒
』

に
祭
神
は

「大
己
貴

命
」
。

(17
)

播
磨
国
飾
磨
郡
射
楯
兵
主
神
社

姫
路
市
本
町
。
『特
選
神
名
牒
』

に
祭
神
は

「大
己
貴
命

・
五
十
猛
命
」
。

(18
)

壱
岐
島
壱
岐
郡
兵
主
神
社

長
崎
県
壱
岐
郡
芦
辺
町
深
江
。

『特
選
神
名
牒
』
は
縁
起
に
住
吉

三
神

を
祭
る
と
す
る
の
は
、
疑
問
で
あ

る
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に

『特
選
神
名
牒
』
は
数
社
に
つ
い
て
は
若
干

の
疑
問
を
さ
し

は
さ
み
な
が
ら
も
ほ
と
ん
ど
が
祭
神
を

オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系
と
し
て
い
る
が
、
も

し
こ
れ
が
本
来

の
祭
神
な
ら
ば
、
兵
主
神

社
を
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
と
し
て
、
オ
オ

ク
ニ
ヌ
シ
系

の
神
々
と
対
立
す
る
と
す
る
本
稿

の
見
解
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
但
馬
国
に
式
内
社

の
兵
主
神
社
が
集

中
し
て
い
る
こ
と
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
が

最
後
に
定
着
し
た
地
と
す
る
出
石
神

社
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
解
釈
す
る
こ
と

の
方
が
理
解
し
や
す

い
。
と
す
る
と

『播
磨
国
風
土
記
』
に
記
す
よ
う
に
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
の
対

立
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
兵
主
神
社
が
オ
オ

ク
ニ
ヌ
シ
系

の
神
を
祭
神
と
す
る
の

は
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
問
題
は

『神
道
大
辞
典
』
が
兵
主
神

社

の
祭
神
が
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
系

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
オ
オ
ナ
ム
チ
は

「
八

千
矛
神
」
と
称
さ
れ
、
弓
矢
を
司
る
こ
と
に
因
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
ス
サ
ノ

オ
は
勇
猛
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
兵
主
の
神
社
名
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
よ
る

も
の
で
、
元
来
兵
主
は
中
国

の
神

で
あ
る
の
で
、
今
日

の
祭
神

は
本
来

の
も
の

(
34
)

で
な

い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

8

さ
て
、
三
九
個
も

の
銅
鐸
が
出
土
し
た
島
根
県
加
茂
岩
倉
遺
跡
は
、
島
根
県

大
原
郡
加
茂
町
字
南

ケ
廻
の
丘
陵
端

の
急
傾
斜
地

に
、

一
方
、
荒
神
谷
遺
跡
は

簸
川
郡
斐
川
町
神
庭
字
西
谷
の
小
丘
陵
の
南
斜
面
に
立
地
す
る
。
こ
の
よ
う
な

立
地
状
況

に
お
い
て
注
意
さ
れ
た
の
は
、
両
遺
跡
は
標
高
三

一
五
メ
ー
ト
ル
の

大
黒
山
と
よ
ば
れ
る
山

の
北
西
と
南
東

に
位
置
す
る
。
こ
の
位
置
関
係
に
私
が

着
目
す
る

の
は
、
大
黒
山
に
兵
主
神
社
が
鎮
座
す
る
こ
と
で
あ
る

(図
2
)
。

当
社
は
式
内
社

で
は
な
い
。
祭
神
は
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
と

ス
ク
ナ
ビ

コ
ナ
で
あ
る

(
35
)

と
い
う
。

加
藤
義
成
は
か

つ
て
こ
の
山
を

『出
雲
国
風
土
記
』
出
雲
郡

の
神
名
火
山

に

あ

て
た
が
、
風
土
記
に

「
郡
家

の
東
南

の
か
た
三
里

一
百
五
十
歩
な
り
」
と
あ

り
、
近
年
斐
川
町
後
谷
か
ら
郡
家
と
想
定

で
き
る
遺
構
が
出
土
し
た
の
で
、
仏

(36
)

経
山
を
も

っ
て
神
名
火
山

に
比
定
す
る
の
が
定
説
と
な

っ
て
い
る
。
大
黒
山
が

神
名
火
山
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
問
う
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
式
内

社

で
は
な
い
が
、
大
黒
山

に
あ
る
兵
主
神
社
を
と
り
あ
げ

て
み
た
い
。
す
で
に

み
て
き
た
よ
う
に
、
兵
主
神
社

は
元
来

の
祭
神
を
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
系
と
す
る
こ
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図2荒 神谷遺跡 ・加茂岩倉遺跡と大黒山

と
は
む
ず
か
し
く
、

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
と
関
連
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
る

と
、
加
茂
岩
倉
遺
跡
と
荒
神
谷
遺
跡
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
系
を
祭
祀
す
る
祭
器
を

埋
納
し
た
場
所
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
兵
主
神
社
が
弥
生
末
期
頃
ま
で
さ
か

の
ぼ
り
う
る
な
ら
ぽ
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
集
団
に
よ
っ
て
銅
剣
や
銅
鐸
は
祭
器

の

機
能
を
停
止
さ
せ
ら
れ
た
現
場
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
本
稿

は
あ
る
結
論

に
近
づ
き

つ
つ
あ
る
。

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
は
記

紀

の
伝
承
に
よ
る
か
ぎ
り
大
和
を
巡

っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
垂
仁
紀
三
年

三
月
条

の

一
説

に
記
す
よ
う
に
三
輪
君

の
祖
大
友
主
と
倭
直
の
祖
長
尾
市
を
播

磨

の
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
の
も
と
に
遣
わ
せ
た
際

に
、
将
来
物
を
天
皇

に
献
上
し
て

い
る
こ
と
は
、
祭
儀
思
想

の
転
換
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
あ
り
う
る

こ
と
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
式
内
社

の
各
地

の
兵
主
神
社

の
中
で
、
桜
井
市

の

巻
向
山
の
頂
上
と
麓
に
二
つ
の
兵
主
神
社
が
鎮
座
し
、
か

つ
下
社
は
大
兵
主
神

社
と
い
う

「大
」
を
冠
し
た
社
名
を
伝
え
て
い
る
。
察
す
る
に
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ

に
始
ま
る
天
的
宗
儀
を
定
着
さ
せ
た
こ
と
を
記
憶
す
べ
き
場
所
で
あ

っ
た
た
め

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
倭
国
の
乱

の
後

に
鏡
を
好
ん
だ
女
王
を

推
戴
し
た
邪
馬
台
国
の
場
所
と
し
て
不
自
然

で
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
示
し

た

一
つ
の
見
通
し
は
、
近
年

の
考
古
学

の
古
墳
の
年
代
論
な
ど
か
ら
、
邪
馬
台

国

の
時
代
が
古
墳
時
代
初
期

に
編
年
さ
れ
、
纏
向
遺
跡
内
に
あ
る
石
塚
が
初
期

の
前
方
後
円
墳
と
認
め
る
傾
向
を
考
慮
す
れ
ば
、
桜
井
市
纏
向
か
ら
柳
本
あ
た

り
に
邪
馬
台
国
を
比
定
す
る
説
に
矛
盾
し
な
い

(図
3
)。

『日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
二
十
五
年
三
月
条
に
倭

の
大
神
の

「神
地
を
穴
磯
邑
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図3巻 向山周辺

に
定

め
、
大
市

の
長
岡
岬
を
祀

ひ
ま

つ
る
」
と
あ
り
、
や
が
て
大
倭
直

の
祖
長

尾
市

に
祭
ら
せ
た
と
あ
る
。
倭

の
大
神

と
は
、
今
日

の
大
和
神
社

(天
理
市
新

泉
)
で
、
式
内
社
大
和
坐
大
国
魂
神
社

で
あ
る
。
垂
仁
紀
に
し
た
が
え
ば
そ

の

旧
社
地

は
天
理
市
柳
本
町

の
長
岳
寺
の
あ
る
旧
上
長
岡
村
付
近
で
あ
る
と
推
定

で
き
る
。
ま
た
三
輪
君
の
祖
、
大
友
主
が
祭
祀
し
た
の
は
三
輪
山

の
神
、
オ
オ

モ
ノ
ヌ
シ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
巻
向
山
は
長
岡
岬
と
三
輪
山

の
中
間
に
あ

っ
て
、
そ
こ
に
兵
主
神
が
祭
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
倭

の
大
神
も
地
霊
神
と
想

定
で
き
る
し
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
は
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
と
同

一

神
と
伝
承
さ
れ
る
神

で
あ
る
。
そ
の
中
に
わ

っ
て
入
る
よ
う
に
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ

集
団

の
宗
儀
が
成
立
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
。

実
は
、
本
稿
は
も
う

一
つ
の
問
題
を
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
記
紀

神
話
に
お
け
る
天
孫
降
臨
神
話

に
お
け
る
司
令
神
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
で
あ
る
場

合
と
ア
マ
テ
ラ
ス
と
す
る
場
合

の
二
重
性
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
さ

ら
に
記
紀

に
よ
れ
ば
神
武
天
皇
と
崇
神
天
皇
を
い
ず
れ
も

ハ
ッ
ク

ニ
シ
ラ
ス
ス

メ
ラ
ミ
コ
ト
と
双
方
と
も
初
代

の
大
王
の
ご
と
く
表
現
さ
れ
て
い
る
二
重
性
で

あ
る
。

前
者

の
天
孫
降
臨
神
話

の
司
令
神

の
相
違

は
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
別
名
を

『古
事
記
』
で
は
タ
カ
ギ
ノ
カ
ミ

(高
木

の
神
)
と
よ
ん
で
い
る
よ
う

に
、
先

に
み
た
銅
鐸
を
懸
け
た
と
想
定
さ
れ
る
樹
木

の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
集
団
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
鏡
の
信
仰
が
や
が
て
、

ア
マ
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テ
ラ
ス
を
生
み
出
し
て
い
く
と
み
れ
ば
、

天
孫
降
臨

の
司
令
神

の
二
重
性
は
説

明
が

つ
く
。

後
者

の
二
人

の

ハ
ッ
ク

ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
も
同
様
の
文
脈

で
考
え
る

こ
と
が

で
き
る
。
す
で
に
引
用
し
た
が

『新
撰
姓
氏
録
』
(河
内
国
神
別
)
に

「宗
形
君

大
國
主
命
六
世
孫
吾
田
之
片
隅
命
後
也
」
と
あ

っ
て
海
人
族
系

の

宗
像
氏
に
つ
な
が

る
宗
像
君
が

オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
の
後
裔

で
あ
る
、
か

つ
て
の
日

向

(後
の
薩
摩
)
の

「
ア
タ
」

(阿
多
)
と
よ
ば
れ
る
地
名
を
冠
し
た
神

に
つ
な

(
37
)

が
る
と
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
詳

し
い
説
明
は
省
く
が
、
天
孫
降
臨
神

話
か
ら
神
武
伝
承

へ
の
過
程
は
こ
の
阿
多

の
地
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
本
来
、
神
武
伝
承
は
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系

の
物
語
な

の
だ
。

一
方
崇
神

紀

に
よ
れ
ば
、
国
家
の
災
害
を
三
輪
山

の
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
の
祟
り
と
し
て
語
ら

れ
る
。
崇
神
天
皇

に
あ
た
る
人
物
が
実
在

し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
問
う

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
系
と
対
立
す
る
王
朝

の
出
現
を

語

る
も
の
で
あ

っ
た
と
本
稿

で
は
と
り
あ

え
ず
の
見
通
し
を
記
し
て
お
く
に
と

ど
め
た
い
。

本
稿
は
平
成
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
重
点
領
域
研
究

「
日
本
人
お
よ
び

日
本
文
化
の
起
源
に
関
す
る
学
際
的
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注

(
1
)

佐

原
眞

・
春

成
秀

爾

「
銅
鐸

出
土

地
名

表

」

(
『考

古
学

ジ

ャ
ー
ナ

ル
』

2

1

0
、

一
九

八

二
年
、

三

〇
1

四

八
頁

)
。
本

稿

で
は
銅

鐸

の
出

土
地

に

つ
い

て

は
こ

の
表

に
し

た
が

っ
た
。

(
2
)

風

土

記

に

つ
い

て
は
、

秋
本

吉
郎

校
注

『
風
土

記
』

(「
日
本

古
典

文
学

大

系

」

二
、

岩
波
書

店

、

一
九
五

八
年
)

か
ら

の
引

用

に
よ
る
。

(
3
)

水

野
祐

『出

雲

國
風
土

記
論

攷
』

早
稲

田

大
学
古

代
史

研
究

会

、

一
九
六

五
年
、

七

六
七
-

七

七

二
頁

。

(
4
)

絵

画
銅

鐸

に

つ
い
て
は
国

立
歴
史

民
俗

博
物

館
編

・
佐

原
眞

構
成

『銅

鐸

の
絵

を
読

み
解

く
』

(小

学
館

、

一
九

九
七

年

)

の
巻

末

に
掲
載

さ
れ

て

い
る

「
絵
画

銅
鐸

集
成

」

一
八
三
-

二
三
〇

頁

を
参
照

し

た
。

(
5
)

石
田

昇
三

の
説

は
前
掲

(4
)

一
七
頁

に
紹

介

さ
れ

て
い
る
。

(
6
)

前

掲

(
4
)

に
お
け

る
春
成

の
発
言

(
=

ー

一
二
頁
)
。

(
7
)

千

田

稔

『
う
ず

ま
き

は
語

る
』
福

武
書

店

、

一
九
九

一
年

、
九

〇
頁
。

(
8
)

佐

原

眞

・
春

成

秀
爾

『出

雲

の
銅

鐸

-

発
見

か
ら
銅

鐸

へ
ー

』

(
日
本

放

送
出

版
会

、

一
九
九

七
年

)

の
春
成

の
発

言

(
一

一
九
頁

)
。

(
9
)

読
売

新
聞

、

一
九
九

七
年

四
月
十

七

日
朝

刊

シ
ン
ポ
ジ

ウ

ム

「
よ

み
が
え

る
出

雲

の
銅
鐸

文
化

」
。

(
10
)

松
村

一
男

「
大

国
伝

説

と
出

雲
神

話

」

(森

浩

一
著

者

代

表

『
日
本

海

と

出
雲

神
話

』
小

学
館

、

一
九
九

一
年

、

一
九
九

-

二

二
八
頁
V
。

(
11
)

大
林

太
良

・
吉

田
敦
彦

監

修

『
日
本

神
話

事
典

』
大

和
書

房
、

一
九

九
七

年
、

九

四
頁

(佐
佐

木
隆

【
お
ほ

な
も

ち
】

の
解
説

)
。

(
12
)

西
宮

一
民

『古

事
記

』

(付

録

神
名

の
釈
義

)
新

潮
社
、

一
九
七

九
年
、

三

七
四
頁

。

西

郷
信
綱

「黄

泉

と
根

の
国
」

(
『古

代
人

の
夢

』
平

凡
社

、

一
九

七

二
年

、

一

三
〇

1

一
三

三
頁
)

に
お

い
て

「
ナ
」

を
地

と
す

る
説

で
賛
成

し

て
よ

か
ろ
う
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オオクニヌシか らアメノヒボコへ

と

し
な
が

ら
、
古

典

に

「
大
穴
」

と
表

記

す

る

の
は

「
穴

」

に
意
味

を
見

い
だ

し

た
こ
と

に
言

及

し

て
い
る
。

(
13
)

岡

田
精

司

「
古
代

伝

承

の
鹿

-
大

王
祭

祀
復

元

の
試

み
ー

」

(
『古

代
祭

祀

の
史
的

研
究

』
塙

書
房

、

一
九
九

二
年

、

四

一
五
-

四
四

三
頁

)
。

(
14
)

春

成
秀

爾

「
銅
鐸

の
ま

つ
り
」

(『
国
立

歴
史

博
物

館
研

究

報
告
』

一
二
、

一
ー

三
六
頁

)
。

(
15
)

平

林
章

仁

『
鹿

と
鳥

の
文
化

史
』

白
水

社
、

一
九

九

二
年

、

四

一
ー

五
五

頁

。

(
16
)

前

掲

(
4
)

一
六

ニ
ー

一
六
三
頁

。

(
17
)

三
品

彰

英

「
天

ノ
岩
戸

が

く

れ

の
物

語
」

(
『建

国
神

話

の
諸

問

題
』

「
三

品
彰
英

論

文
集

」
第

二
巻

平

凡
社

、

一
九
七

一
年
、

一
九
五

-

二
〇

四
頁
)
。

(
18
)

平

林
章

仁

前
掲

(
15
)

四
五

頁
。

(
19
)

金

子
裕

之

「
楽

器

・
酒
造

具

・
紡

織

具
」

(
『古
墳

時

代

の
研
究

』
第

三
巻

、

一
九

九

一
年

)
。

(
20
)

寺

沢
薫

「
弥
生

人

の
こ
こ
ろ
を

描
く

」

(大

林

太
良
編

『
心

の
中

の
宇

宙
』

中

央

公
論

社
、

一
九

八
七

年
、

九
六

頁
)
。

(
21
)

金

関

恕

「
呪

術

と

祭
」

(
『
日
本

考

古

学

』

四
、
岩

波

書

店
、

一
九

八
六

年

)
。

(
22
)

春

成

秀
爾

前

掲

(14
)

二

一
頁
。

(
23
)

千

田
稔

「
ア

メ

ノ

ヒ
ボ

コ
伝

承

再
考

」

(
上

田
正

昭
編

『古

代

日
本

と
渡

来

の
文
化

』
学

生
社

、

一
九
九

七
年

、

一
四

三
-

一
五

四
頁
)
。

(
24
)

海

部

光

彦
編

『
元
伊

勢

の
秘

宝

と
国

宝
海

部

氏
系

図
』

(増
補

版

)

元
伊

勢
籠
神

社

社
務

所
、

一
九

九

六
年
、

六

三
-
六

四
頁

。

(25
)

三
品

彰
英

前

掲

(17
)
。

(26
)

大

野
左

千
夫

「和

歌

山

県

太

田
黒

田
遺

跡
」

(佐

原
眞

・
工

楽
善

通
編

『
探
訪

弥

生

の
遺

跡

西

日
本

編

』
有

斐

閣
、

一
九

八
七
年

、

四

九

四
-

四

九
九

頁
)
。

(
27
)

黛
弘
道

「
延
喜
神

名
式

雑
考

i

兵
主
神

社

に

つ
い
て
ー
」

吉
川

弘
文
館

、

一
九

八

二
年

、

六
六

一
-

六
六
六

頁
。

(
28
)

都
出

比
呂

志

・
山
本

三
郎
編

『
邪
馬
台

国

の
時

代
』
木

耳

社
、

一
九

九
〇

年

、

一
八
四
-

一
八
六
頁

。

(
29
)

千

田
稔

『
鬼
神

へ
の
鎮

魂
歌

』

学
習

研
究

社
、

一
九

九
〇

年
、

九

ニ
ー

一

一
〇

頁
。

(
30
)

小
杉

一
雄

「
藤

の
木
古

墳

の
蚩

尤
神

と
年

代
」

(
『学

苑
』

一
九

八
九

年

二

月
号

)
。

(
31
)

西

田
長
男

「
大

神

・
大
和

・
石

上

三
社

の
縁
起

の
偽

作
」

(
『国
史

学

』
七

二

・
七

三
、
七

七
頁

)
。

(
32
)

大

和

岩

雄

(
一
九

八
五
)

「
穴

師

神

社

」

(谷

川
健

一
編

『
日

本

の
神

々

神
社

と
聖

地

(大
和

)
』
白

水
社

)
。

(
33
)

同

(
一
九

八

四
)

「
兵
主
神

社

」

(谷

川
健

一
編

『
日
本

の
神

々

神

社

と

聖
地

(摂

津

・
河
内

・
和

泉

・
淡
路

)
』

白
水

社
、

三
七

一
頁

)
。

(
34
)

宮
地

直

一

・
佐

伯
有

義
監

修

『
神
道

大
辞

典

縮
刷

版
』

臨
川

書
店

、

一

九

八
六
年

、

一
二
二
九
-

一
二
三
〇

頁
。

(35
)

池

田
敏
雄

『斐

川
町

の
地

名
散

歩
』

一
九

八

七
年
、

一
四
五
-

一
四
六
頁

。

(36
)

春
成

秀

爾

「
神
庭

(荒

神

谷

)
青
銅

器

と
出

雲

勢

力
」

(島

根

県
古

代
文

化

セ
ソ
タ

i
編

『荒

神
谷

遺
跡

と
青

銅
器

』
同

朋
舎

出

版
、

一
九
九

五
年

、

一

九

三
i

二
三

二
頁

)

の
注

に
よ

る
。

(37
)

こ

の
問

題

に

つ
い

て
は
千

田
稔

「記

紀

神
話

に

お
け

る

『
日
向

』
」

(
『研

究
年

報

(奈
良

女

子
大
学

文
学

部
)
』
三

六
、

一
九

九

三
年

、

二
九

-
四

五
頁

)

に
お

い
て
論

じ
た
。
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